
                      令  和  ７  年  ３  ⽉ 
 網  ⾛  市  教  育  委  員  会 



                                        ⽬           次 

 Ⅰ     網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】  の  取  組  成  果  と  課  題 

    １     網  ⾛  市  ⽴  学  校  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  状  況・・・・・・・・・・・・・  P1~P2 

    ２     北  海  道  ⽴  学  校  及  び  市  町  村  ⽴  ⼩  中  学  校  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  状  況・・・  P2~P3 

    ３     網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】  結  果  集  約  の  た  め  の 

          ア  ン  ケー  ト  調  査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P3~P8 

      

 Ⅱ     網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ３  期】  の  概  要 

    １     「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ３  期】」  の  性  格  及  び  ⽬  的・  P9 

    ２     ⽬  標、  重  視  す  る  視  点、  重  点  的  に  実  施  す  る  取  組  及  び  取  組  期  間・・・・・・・・・  P9  ~  P10    

    ３     市  教  委  及  び  学  校  の  役  割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P10~P11 

    ４     具  体  的  な  取  組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P12~P17 

   

       Action  １     校  務  の  効  率  化  と  役  割  分  担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P12 

       Action  ２     部  活  動  指  導  に  か  か  わ  る  負  担  の  軽  減・・・・・・・・・・・・・・・・  P12~P13 

       Action  ３     学  校  運  営  体  制  の  ⾒  直  し  な  ど  に  よ  る  改  善・・・・・・・・・・・・・・  P13~P15 

       Action  ４     意  識  の  変  容  を  促  す  取  組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P15~P16 

       Action  ５     学  校  サ  ポー  ト  体  制  の  充  実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P16~P17 

    ５     「第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン」  推  進  に  あ  たっ  て  の  留  意  事  項・・・・・・・・・・・・・  P17 

       ⽤  語  解  説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  P18 



 Ⅰ     網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】  の  取  組  成  果  と  課  題 

    １     網  ⾛  市  ⽴  学  校  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  状  況 
   
       網  ⾛  市  教  育  委  員  会  （以  下  「市  教  委」  と  い  う。）  で  は、  平  成  31  年  ３  ⽉  に  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働 
    き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン」  を  策  定  し  平  成  31  年  度  か  ら  令  和  ３  年  度  ま  で  の  ３  年  間  を  「第  １  期」、  令  和  ４  年  度 
    か  ら  令  和  ６  年  度  ま  で  の  ３  年  間  を  「第  ２  期」  と  し、  網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  の  取  組  を  進  め  て 
    き  た。 
       こ  の  間、  北  海  道  教  育  委  員  会  （以  下  「道  教  委」  と  い  う。）  調  査  「教  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  に  係  る 
    状  況  調  査」  に  お  け  る、  教  職  員  の     時  間  外  勤  務  の  推  移  に  つ  い  て  は、  次  の  結  果  の  と  お  り  で  あ  る。 

    (1)  時  間  外  在  校  等  時  間  の  経  緯 
       ①  １  か  ⽉  の  時  間  外  在  校  等  時  間 

 年  度  網  ⾛  市  ⽴  ⼩  学  校  網  ⾛  市  ⽴  中  学  校 
 令  和  ２  年  度  38  時  間  45  分  44  時  間  59  分 
 令  和  ３  年  度  34  時  間  31  分  38  時  間  49  分 
 前  年  ⽐  −  ４  時  間  14  分  −  ６  時  間  10  分 

 令  和  ４  年  度  34  時  間  06  分  38  時  間  06  分 
 前  年  ⽐  −25  分  −43  分 

 令  和  ５  年  度  33  時  間  30  分  36  時  間  48  分 
 前  年  ⽐  −36  分  −  １  時  間  18  分 

          ※  道  教  委  調  査  「教  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  に  係  る  状  況  調  査  （令  和  ３  年  度  か  ら  令  和  ５  年  度）」 
             の  数  値  に  よ  り  算  出。  調  査  対  象  者  は、  教  育  職  員  （校  ⻑・  教  頭・  主  幹  教  諭・  教  諭・  養  護  教  諭・ 
             栄  養  教  諭）  と  し  て  い  る。 
      
       １ヶ  ⽉  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  経  年  ⽐  較  に  よ  る  結  果  か  ら  は、  第  １  期  の  最  終  年  度  で  あ  る  令  和  ３  年  度  か 
    ら  第  ２  期  の  令  和  ５  年  度  ま  で  に  お  い  て  ⼩  学  校  が  ５  時  間  25  分  減、  中  学  校  が  ８  時  間  18  分  減  と  なっ  て  い  る。 

       ②  時  間  外  勤  務  を  ⽉  45  時  間  以  上  ⾏っ  て  い  た  教  頭  及  び  主  幹  教  諭・  教  諭  の  割  合 
 年  度  全  体  網  ⾛  市  ⽴  ⼩  学  校  網  ⾛  市  ⽴  中  学  校 

 教     頭 

 令  和  ２  年  度  100.0  ％  100.0  ％  100.0  ％ 
 令  和  ３  年  度  80.0  ％  77.8  ％  83.3  ％ 
 前  年  ⽐  −20.0P  −22.2P  −16.7P 

 令  和  ４  年  度  96.6  ％  100.0  ％  93.1  ％ 
 前  年  ⽐  ＋  16.6P  ＋  22.2P  ＋  9.8P 

 令  和  ５  年  度  87.1  ％  96.3  ％  77.8  ％ 
 前  年  ⽐  −10.9P  −3.7P  −18.1P 

 主  幹  教  諭 
 教     諭 

 令  和  ２  年  度  40.1  ％  34.1  ％  46.0  ％ 
 令  和  ３  年  度  28.2  ％  27.7  ％  28.7  ％ 
 前  年  ⽐  −10.6P  −6.4P  −17.3P 

 令  和  ４  年  度  25.2  %  22.5  ％  27.8  ％ 
 前  年  ⽐  −3.0P  −5.2P  −0.9P 

 令  和  ５  年  度  38.1  ％  26.0  ％  50.2  ％ 
 前  年  ⽐  ＋  12.9P  ＋  3.5P  ＋  22.4P 

         
       令  和  ３  年  度  か  ら  令  和  ５  年  度  の  ３  か  年  に  お  け  る  全  体  値  は、  教  頭  が  14.3P  減、  主  幹  教  諭・  教  諭  が  0.7P 
    減  と  なっ  て  い  る。 
       ⼩  学  校  で  は、  教  頭  が  3.7P  減、  主  幹  教  諭・  教  諭  が  8.1P  減  で  あっ  た。  中  学  校  で  は  教  頭  が  25P  減  と  なっ 
    た  が  主  幹  教  諭・  教  諭  は  4.2P  増  と  なっ  て  い  る。 
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 ③  令  和  ５  年  度  に  お  け  る  教  職  員  ⼀  ⼈  当  た  り  の  1  か  ⽉  の  時  間  外  在  校  等  時  間  と  12  ヶ  ⽉  の  ⽐  較 
    【網  ⾛  市  ⽴  ⼩  学  校】 

 ⽉  ４  ⽉  ５  ⽉  ６  ⽉  ７  ⽉  ８  ⽉  ９  ⽉ 
 時  間  外 
 在  校  等  時  間 

 44.85  ｈ  40.05  ｈ  39.79  ｈ  31.04  ｈ  28.34  ｈ  35.58  ｈ 

 前  ⽉  と  の  差  ―  −4.8  −0.26  −8.75  −2.7  ＋  7.24 

 ⽉  10  ⽉  11  ⽉  12  ⽉  １  ⽉  ２  ⽉  ３  ⽉ 
 時  間  外 
 在  校  等  時  間 

 36.60  ｈ  36.21  ｈ  25.12  ｈ  16.30  ｈ  34.14  ｈ  33.92  ｈ 

 前  ⽉  と  の  差  ＋  1.02  −0.39  −11.09  −8.82  ＋  17.84  −0.22 

    【網  ⾛  市  ⽴  中  学  校】 
 ⽉  ４  ⽉  ５  ⽉  ６  ⽉  ７  ⽉  ８  ⽉  ９  ⽉ 

 時  間  外 
 在  校  等  時  間 

 44.66  ｈ  45.63  ｈ  51.34  ｈ  34.84  ｈ  23.06  ｈ  40.30  ｈ 

 前  ⽉  と  の  差  ―  ＋  0.97  ＋  5.71  −16.5  −11.78  −17.24 

 ⽉  10  ⽉  11  ⽉  12  ⽉  １  ⽉  ２  ⽉  ３  ⽉ 
 時  間  外 
 在  校  等  時  間 

 39.50  ｈ  37.47  ｈ  30.77  ｈ  20.93  ｈ  32.61  ｈ  31.91  ｈ 

 前  ⽉  と  の  差  −0.8  −2.03  −6.7  −9.84  ＋  11.68  −0.7 

       ※  対  象  教  育  職  員  数  （中  央  値）  は、  ⼩  学  校  が  170.2  ⼈、  中  学  校  が  102.4  ⼈  で  算  出 
      
       令  和  ５  年  度  に  お  け  る  ⼩  学  校  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  平  均  値  は  33.5  ｈ、  中  学  校  教  職  員  の  平  均 
    値  は、  36.5  ｈ  と  なっ  て  い  る。 

 ２     北  海  道  ⽴  学  校  及  び  市  町  村  ⽴  ⼩  中  学  校  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  状  況    

       令  和  ６  年  ８  ⽉  ６  ⽇  付  け  教  職  第  709  号  に  よ  る  道  教  委  通  知  「令  和  5  年  度  (2023  年  度)  道  ⽴  学  校  及  び  市  町  村    
 ⽴  ⼩  中  学  校  の  教  育  職  員  に  係  る  時  間  外  在  校  等  時  間  (超  過  時  間)  の  状  況  に  つ  い  て」  で  は、  令  和  ５  年  ４  ⽉  か 

    ら  令  和  ６  年  ３  ⽉  ま  で  の  道  ⽴  学  校  （⾼  等  学  校  190  校、  特  別  ⽀  援  学  校  66  校）、  市  町  村  ⽴  学  校  （  178  市  町  村 
    ⼩  学  校  738  校、  中  学  校  444  校、  義  務  教  育  学  校  24  校）  の  教  育  職  員  （校  ⻑、  副  校  ⻑、  教  頭、  主  幹  教  諭、  教 
    諭、  養  護  教  諭、  栄  養  教  諭、  実  習  助  ⼿、  寄  宿  指  導  員  な  ど）  の  時  間  外  在  校  等  時  間  に  つ  い  て、  次  の  よ  う  に 
    報  告  さ  れ  て  い  る。 

 ◯  「平  均  時  間  外  在  校  等  時  間」  に  つ  い  て  は、  中  学  校  で  ４  ⽉  及  び  ６  ⽉  に  45  時  間  を  超  過。  ⼩  学  校、  ⾼ 
    等  学  校  及  び  特  別  ⽀  援  学  校  で  は  年  間  を  通  じ  て  45  時  間  以  内 
 ◯  「⽉  45  時  間  以  内  割  合」  に  つ  い  て  は、  い  ず  れ  の  学  校  種  に  お  い  て  も  ４〜  ６  ⽉  に  か  け  て  ⽉  45  時  間 
    以  内  の  職  員  の  割  合  が  低  く  なっ  て  お  り、  最  ⼩  と  なっ  て  い  る  の  は、  ⼩  学  校  が  ４  ⽉  に  70.4  ％、  中  学 
    校  が  ５  ⽉  に  53.4  ％、  ⾼  等  学  校  は  ６  ⽉  に  56.4  ％、  特  別  ⽀  援  学  校  は  ４  ⽉  に  82.7  ％ 
 ◯  「令  和  ４  年  度  と  令  和  ５  年  度  の  ⽐  較  に  お  け  る  ⽉  別  の  時  間  外  在  校  等  時  間」  の  推  移  に  つ  い  て、  ⾼  等 
    学  校  で  は、  全  て  の  ⽉  で  減  少。  ⼩  学  校、  中  学  校  及  び  特  別  ⽀  援  学  校  で  は  増  加  し  た  ⽉  が  あ  る  も  の 
    の、  ⼤  半  の  ⽉  で  減  少  し  て  い  る。 
 ◯  「学  校  種  別・  職  種  別  の  時  間  外  在  校  等  時  間  ⽐  較」  に  つ  い  て  は、  全  て  の  学  校  種  に  お  い  て  副  校  ⻑・ 
    教  頭  及  び  主  幹  教  諭  が  他  の  職  種  に  ⽐  べ、  平  均  時  間  外  在  校  等  時  間  が  多  い  傾  向  に  あ  る。 
 ◯  「年  間  の  時  間  外  在  校  等  時  間  の  状  況」  に  つ  い  て  は、  時  間  外  在  校  等  時  間  の  全  教  育  職  員  平  均  が  全  て 
    の  学  校  種  で  令  和  ４  年  度  よ  り  減  少  し  て  い  る。 

         
       網  ⾛  市  に  お  け  る  ⼩  中  学  校  の  時  間  外  勤  務  に  係  る  推  移  を  ⾒  る  と、  時  間  外  勤  務  を  ⽉  45  時  間  以  上  ⾏っ  て  い 
    る  割  合  は、  令  和  ３  年  度  と  ⽐  べ  令  和  ４  年  度  に  お  い  て  は  着  実  に  そ  の  割  合  が  減  少  し  て  お  り、  全  体  の  時  間  数 
    を  ⽐  較  し  て  も  減  少  が  ⾒  ら  れ  た。  ま  た、  年  度  内  で  ⾒  た  と  き  に  は  年  間  で  最  も  時  間  外  勤  務  が  多  い  と  思  わ  れ 
    る  ５  ⽉  や  ６  ⽉  と  ⽐  べ、  各  ⽉  の  平  均  在  校  等  時  間  は  減  少  し  て  い  る  傾  向  に  あ  る。 
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       と  り  わ  け  ⻑  時  間  勤  務  と  なっ  て  い  る  教  頭  と  主  幹  教  諭・  教  諭  に  着  ⽬  す  る  と、  正  規  の  勤  務  時  間  外  に  お  い 
    て、  教  頭  に  あっ  て  は、  調  査  等  の  事  務  処  理、  会  議  や  打  合  せ、  学  校  経  営・  学  校  運  営  に  関  す  る  業  務  に  従  事 
    し  て  お  り、  主  幹  教  諭・  教  諭  に  あっ  て  は、  教  材  研  究・  授  業  準  備  や  成  績  処  理、  週  休  ⽇  の  部  活  動  指  導  等  の 
    業  務  に  従  事  し  て  い  る  と  い  う  状  況  が  ⾒  ら  れ  る。 
       こ  れ  ら  の  解  消  の  た  め  に  は、  道  教  委  や  市  教  委  の  調  査  業  務  の  更  な  る  精  選  な  ど、  こ  れ  ま  で  実  施  し  て  き  た 
    取  組  の  精  度  を  ⼀  層  ⾼  め、  速  や  か  に  実  ⾏  す  る  と  と  も  に、  そ  の  効  果  測  定  に  基  づ  い  て  不  断  の  ⾒  直  し  を  ⾏    
    い、  よ  り  実  効  性  の  ⾼  い  取  組  を  進  め  て  い  く  必  要  が  あ  る。 

    ま  た、  各  学  校  に  お  い  て  は、  校  内  委  員  会  の  整  理、  諸  会  議  の  効  率  化、  Ｉ  Ｃ  Ｔ  の  活  ⽤  促  進、  部  活  動  数  の 
    ⾒  直  し  な  ど、  そ  れ  ぞ  れ  の  実  情  を  踏  ま  え  て、  実  ⾏  可  能  な  取  組  か  ら  速  や  か  に  実  施  し、  検  証  を  ⾏  い  な  が  ら 
    成  果  を  着  実  に  積  み  重  ね  て  い  く  必  要  が  あ  る。 

 ３     「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】」  結  果  集  約  の  た  め  の  ア  ン  ケー  ト  調  査 

       「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】  結  果  集  約  の  た  め  の  ア  ン  ケー  ト  調  査  は、 

    令  和  ４  年  （  2022  年）  ３  ⽉  に  策  定  し  た  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】 

    （以  下  「第  ２  期  推  進  プ  ラ  ン」  と  い  う。）」  の  取  組  期  間  が  令  和  ６  年  度  を  もっ  て  終  え  る  こ  と  か  ら、  こ  れ 

    ま  で  の  成  果  と  次  期  プ  ラ  ン  の  策  定  に  向  け、  市  内  ⼩  中  学  校  （  15  校）  を  対  象  に  実  施  し  た。 

       な  お、  ア  ン  ケー  ト  項  ⽬  の  作  成  に  あ  たっ  て  は、  道  教  委  が  令  和  ６  年  ３  ⽉  に  策  定  し  た  「学  校  に  お  け  る  働 

    き  ⽅  改  ⾰  北  海  道  ア  ク  ショ  ン・  プ  ラ  ン  （第  ３  期）〜  「働  き  や  す  さ」  と  「働  き  が  い」  の  あ  る  職  場  づ  く  り 

    を  ⽬  指  し  て〜」  を  参  考  と  し  て  い  る。 

   

 (1)  働  き  ⽅  改  ⾰  を  進  め  る  上  で  中  核  と  な  る  「コ  ア  チー  ム」  を  設  置  し  て  い  る  か  。 

    ①  既  に  設  置  し  て  い  る・・・  80.0  ％    
    ②  今  後  設  置  す  る  予  定・・・  13.0  ％    
    ③  設  置  し  て  い  な  い・・・・  6.7  ％ 
    【  ③  の  理  由】  （  1  件  の  回  答） 

       概  ね  改  ⾰  が  済  ん  で  い  る。  職  員  数  が  少  な  い  た  め  新  た  な  チー  ム  編  成  は  か  えっ  て  負  担  に  な  る。 

    【考  察】  多  く  の  学  校  で  コ  ア  チー  ム  が  設  置  さ  れ  て  お  り、  働  き  ⽅  改  ⾰  の  推  進  体  制  が  整  い  つ  つ  あ  る。 

 (2)  授  業  準  備  に  関  し  て、  ど  の  く  ら  い  の  教  員  が  教  科  間、  学  年  間  な  ど  で  ICT  を  活  ⽤  し  て  教  材  や  指  導  案  の  共  有 
    化  が  図  ら  れ  て  い  る  か。                                        

    ①  ほ  と  ん  ど  の  教  員  が  共  有  化  を  図っ  て  い  る・・・  73.3  ％    
    ②  半  数  程  度  の  教  員  が  共  有  化  を  図っ  て  い  る・・・  20.0  ％ 
    ③  ⼀  部  の  教  員  し  か  共  有  化  を  図っ  て  い  な  い・・・  6.7  ％ 
    ④  共  有  化  を  図っ  て  い  な  い・・・・・・・・・・  0  ％ 
    【  ③④  理  由】  （  1  件  の  回  答） 
       教  科  の  特  性  の  違  い  に  よっ  て、  教  科  担  任  の  対  応  が  違  う。 
    【考  察】  授  業  準  備  に  お  け  る  ICT  活  ⽤  が  進  ん  で  お  り、  多  く  の  学  校  で  教  材  や  指  導  案  の  共  有  化  が  図  ら  れ  て 
                い  る  。 

 (3)  保  護  者  や  地  域  に  対  し  て、  学  校  の  働  き  ⽅  改  ⾰  へ  の  理  解  や  協  ⼒  を  求  め  る  取  組  を  ど  の  よ  う  に  実  施  し  て  い 
    る  か。  （複  数  回  答） 

 ①  学  校  運  営  協  議  会  等  の  地  域  関  係  者  が  参  加  す  る  会  議  等  で  の  説  明・・・  81.3  ％ 
    ②  保  護  者  説  明  会  等  の  保  護  者  が  参  加  す  る  場  で  の  説  明・・・・・・・・  62.5  ％ 
    ③  学  校  だ  よ  り  を  活  ⽤  し  た  取  組・・・・・・・・・・・・・・・・・  43.8  ％             
    ④  学  校  の  ホー  ム  ペー  ジ  を  活  ⽤  し  た  取  組・・・・・・・・・・・・・  31.3  ％ 
    ⑤  そ  の  他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6.3  ％ 
    ⑥  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  0  ％ 
    【  ⑤  そ  の  他  の  回  答】  （  1  件  の  回  答） 
    「ブ  ロ  グ」  を  活  ⽤ 

    【考  察】  学  校  の  ホー  ム  ペー  ジ  や  学  校  運  営  協  議  会  な  ど  を  活  ⽤  し、  保  護  者  や  地  域  へ  の  働  き  か  け  が  ⾏  わ  れ 
                て  い  る。 

 3 



 (4)  教  職  員  各  ⾃  が  ⾃  分  の  在  校  等  時  間  を  計  画  し  た  結  果  を  確  認  し  て  い  る  か  。 
    ①  教  職  員  各  ⾃  で  確  認  で  き  る  よ  う  に  し  て  い  る・・・・・・・・・・・  66.7  ％ 
    ②  管  理  職  員  が  教  員  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  に  情  報  提  供  す  る  こ  と  で  確  認  し  て  い  る・・  33.3  ％ 
    ③  確  認  し  て  い  な  い  （で  き  て  い  な  い）・・・・・・・・・・・・・・  0  ％ 
    【  考  察】  在  校  等  時  間  に  つ  い  て  は、  教  職  員  ⾃  ら  も  し  く  は  管  理  職  か  ら  の  情  報  提  供  に  よ  り  結  果  を  確  認  す  る 
                こ  と  が  で  き  る。 

 (5)  在  校  等  時  間  の  計  測  結  果  を  踏  ま  え、  ⼀  部  の  教  員  に  業  務  が  集  中  し  な  い  よ  う  に  す  る  た  め、  校  務  分  掌  の  在 
    り  ⽅  を  ⾒  直  す  な  ど、  業  務  の  偏  り  を  平  準  化  し  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・・・・・・・・・  86.7  ％    
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・・・・・・・・・  13.3  ％    
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い  （平  準  化  が  困  難）・・・  0  ％ 
    【考  察】  市  内  校  で  は、  業  務  の  偏  り  を  平  準  化  す  る  た  め  の  取  組  が  実  施  さ  れ  て  い  る。 

 (6)  在  校  等  時  間  の  計  測  結  果  を  踏  ま  え、  時  間  外  在  校  等  時  間  が  上  限  時  間  （１ヶ  ⽉  で  45  時  間、  １  年  間  で  360 
    時  間  以  内）  を  越  え  た  教  員  と  管  理  職  員  と  の  ⾯  談  を  実  施  し  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  66.7  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  26.7  ％ 
    ③  対  象  教  員  が  い  な  い・・・  6.6  ％ 

 ④  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  0  ％ 
    【考  察】  全  て  の  市  内  校  に  お  い  て、  時  間  外  在  校  等  時  間  が  上  限  時  間  を  越  え  た  教  員  と  管  理  職  員  と  の  ⾯  談  が 
                実  施  さ  れ  て  い  る。 

 (7)  定  時  退  勤  ⽇  を  設  定  し  て  い  る  か。 
    ①  ⽉  ２  回  以  上  設  定  し  て  い  る・・・  46.7  ％ 
    ②  ⽉  １  回  以  上  設  定  し  て  い  る・・・  46.7  ％ 
    ③  設  定  し  て  い  な  い・・・・・・・  6.6  ％ 
    【  ③  の  理  由】  （  1  件  の  回  答） 
       実  効  性  の  あ  る  取  組  に  な  り  得  な  い  の  で  業  務  量  の  総  体  を  低  減  さ  せ  る  取  り  組  み  が  先  決  と  考  え、  掛  け  声  だ 
       け  で  は  持  続  可  能  な  取  組  に  つ  な  が  ら  な  い。 
    【考  察】  多  く  の  学  校  で、  定  時  退  勤  ⽇  が  設  定  さ  れ  て  い  る。 

 (8)  学  校  の  重  点  ⽬  標  や  経  営  ⽅  針  に  教  員  の  働  き  ⽅  に  関  す  る  視  点  を  取  り  ⼊  れ  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  93.3  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  6.7  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  0  ％ 
    【考  察】  ほ  ぼ  全  て  の  市  内  校  の  重  点  ⽬  標  や  経  営  ⽅  針  に  教  員  の  働  き  ⽅  に  関  す  る  視  点  が  取  り  ⼊  れ  た。 

 (9)  ⼈  事  評  価  ⾯  談  で、  教  職  員  へ  の  意  識  の  共  有  を  図  り、  進  ん  で  業  務  改  善  を  実  践  で  き  る  よ  う、  働  き  ⽅  改  ⾰ 
    に  取  り  組  む  機  運  の  醸  成  を  図っ  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  100  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・     0  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・     0  ％ 
    【考  察】  全  て  の  市  内  校  で  ⼈  事  評  価  ⾯  談  で  教  職  員  へ  の  意  識  の  共  有  を  図  り、  働  き  ⽅  改  ⾰  に  取  り  組  む  機  運 
                の  醸  成  が  図  ら  れ  た。 

 (10)  各  種  調  査  物  に  対  し  て  は、  教  員  だ  け  で  な  く  事  務  職  員  も  回  答  す  る  よ  う  に  し  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  100  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  0  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  0  ％ 
    【考  察】  全  て  の  市  内  校  に  お  い  て、  各  種  調  査  物  に  対  し  て  は  教  員  だ  け  で  な  く  事  務  職  員  も  回  答  し  て  い  る。 
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 (11)  児  童  ⽣  徒  の  登  下  校  の  時  間  設  定  は、  教  員  の  勤  務  時  間  を  考  慮  し  た  時  間  設  定  を  ⾏っ  て  い  る  か。       
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  86.7  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  0  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  13.3  ％ 
    【  ③  の  理  由】  （２  件  の  回  答） 
     ・  児  童  登  校  7  時  45  分、  職  員  出  勤  8  時  で  あ  る  が、  終  業  時  刻  等  を  鑑  み  る  と  ⽇  課  の  変  更  は  難  し  い。 
     ・  部  活  動  を  考  え  る  と、  現  実  的  に  時  間  設  定  は  難  し  い。 
    【考  察】  児  童  ⽣  徒  の  登  下  校  の  時  間  設  定  に  つ  い  て  は、  多  く  の  学  校  で  教  員  の  勤  務  時  間  を  考  慮  し  た  時  間  設 
                定  が  ⾏  わ  れ  て  い  る。 

 (12)  児  童  ⽣  徒  の  ⼀  ⻫  下  校  ⽇  を  設  け  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  100  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  0  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  0  ％ 
    【考  察】  全  て  の  市  内  校  で  児  童  ⽣  徒  の  ⼀  ⻫  下  校  ⽇  が  設  け  ら  れ  て  い  る。 

 (13)  職  員  会  議  等  の  業  務  （⾃  主  的  に  ⾏っ  て  い  る  業  務  は  除  く）  が  延  び  て、  休  憩  時  間  に  ま  で  及  ぶ  こ  と  が  あっ 
    た  か。 
    ①  全  く  な  い・・・・・・・  60.0  ％ 
    ②  ⽉  １  回  程  度  あっ  た・・・  26.7  ％ 
    ③  週  １  回  程  度  あっ  た・・・  6.6  ％ 
    ④  週  ２  回  以  上  あっ  た・・・  6.6  ％ 
    【  ③④  の  内  容】  （複  数  回  答） 
       ア  職  員  会  議・・・・  60.0  ％    
       イ  校  内  研  修・・・・  40.0  ％ 
       ウ  学  校  ⾏  事・・・・  20.0  ％ 
       エ  ⽣  徒  指  導・・・・  60.0  ％ 
       オ  登  下  校  指  導・・・  20.0  ％ 
       カ  そ  の  他・・・・・  20.0  ％ 
    【カ  の  内  容】 
     ・  学  年、  分  掌  部  会 

 (14)  教  員  の  負  担  軽  減  に  効  果  が  あっ  た  付  与  ⽅  法  の  ⼯  夫  や  休  憩  時  間  の  確  保  に  向  け  た  取  組  を  実  施  し  て  い  る  場 
       合  は、  ど  の  よ  う  な  内  容  か。  （記  述  回  答） 
     ・  3  ⽉  時  点  で  の  余  時  数  を  ⾒  据  え  た  時  数  カッ  ト  の  実  施 
     ・  部  活  動  時  間  の  短  縮、  複  数  顧  問  制 
     ・  登  校  時  間  を  早  め  る。 
     ・  ICT  （チャッ  ト  な  ど）  活  ⽤  に  よ  る、  職  員  打  ち  合  わ  せ  回  数  の  削  減 
     ・  会  議  運  営  の  効  率  化 
     ・  休  憩  時  間  に  は  会  議  や  打  ち  合  わ  せ  を  ⼊  れ  な  い  よ  う  に  徹  底  し  て  い  る。 
     ・  週  の  授  業  時  数  を  減  ら  す  こ  と  な  く  児  童  が  下  校  す  る  時  刻  を  早  め  る  ⽇  を  増  や  し  た。     な  ど 

 (15)  教  員  の  働  き  ⽅  改  ⾰  に  配  慮  し  た  教  育  課  程  の  編  成・  実  施  に  つ  い  て、  児  童  ⽣  徒  等  の  実  態  や  標  準  授  業  時  数 
       を  踏  ま  え、  学  校  の  指  導  体  制  に  ⾒  合っ  た  授  業  時  数  の  設  定  を  ⾏っ  て  い  る  か。 
    ①  既  に  実  施  し  て  い  る・・・  100  ％ 
    ②  今  後  実  施  す  る  予  定・・・  0  ％ 
    ③  取  り  組  ん  で  い  な  い・・・  0  ％ 
    【考  察】  市  内  校  で、  教  員  の  働  き  ⽅  改  ⾰  に  配  慮  し  た  教  育  課  程  の  も  と、  学  校  の  指  導  体  制  に  ⾒  合っ  た  授  業 
                時  数  が  設  定  さ  れ  て  い  る。 
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 (16)  今  年  度、  保  護  者  や  外  部  の  ⽅  か  ら  の  苦  情  や  不  当  な  要  求  な  ど  の  事  案  が  あっ  た  か。 
    ①  な  い・・・・・・・・・・  46.7  ％ 
    ②  数  回  程  度・・・・・・・・  40.0  ％ 
    ③  複  数  回  （３  回  以  上）・・・  13.3  ％ 
    【考  察】  半  数  の  市  内  校  で  は、  保  護  者  か  ら  の  苦  情  や  不  当  な  要  求  に  対  応  す  る  事  案  が  あ  る。 

 (17)  平  ⽇  の  職  員  ⽞  関  の  施  錠  は、  主  に  誰  が  ⾏っ  て  い  る  か。 
    ①  最  後  の  退  勤  者  が  ⾏  う  こ  と  と  し  て  い  る・・・・・・  80.0  ％ 
    ②  原  則、  教  頭  が  ⾏  う  こ  と  と  し  て  い  る・・・・・・・  20.0  ％ 
    ③  原  則、  そ  の  他  の  管  理  者  が  ⾏  う  こ  と  と  し  て  い  る・・  0  ％ 
    ④  特  に  決  ま  り  は  な  い・・・・・・・・・・・・・・  0  ％                                                 
    【考  察】  多  く  の  市  内  校  で、  教  頭  以  外  の  教  職  員  で  も  職  員  ⽞  関  の  施  錠  を  ⾏  う  仕  組  み  が  取  ら  れ  て  い  る。 

 (18)  教  頭  の  業  務  負  担  の  軽  減  に  向  け  実  施  し  て  い  る  具  体  的  な  取  組  に  つ  い  て  （記  述  回  答）       

 ◯  打  ち  合  わ  せ  時  間  の  短  縮     ◯  教  頭  会  議  報  告  の  簡  素  化     ◯  管  理  職  間  の  連  携     ◯  事  務  と  の  業  務  連  携 
 ◯  ⾏  事  黒  板  を  無  く  し、  Google  カ  レ  ン  ダー  の  活  ⽤     ◯  学  校  だ  よ  り  や  保  護  者  へ  の  マ・  メー  ル  配  信 
 ◯  電  話  や  ⽞  関  チャ  イ  ム  の  応  答  は、  基  本  的  に  職  員  室  に  い  る  教  頭  以  外  の  職  員  が  ⾏  う。 
 ◯  ⽣  徒  指  導  （保  護  者  対  応）  が  発  ⽣  し  た  場  合、  ま  ず  は  ⽣  徒  指  導  担  当  や  主  幹  教  諭  が  中  ⼼  と  なっ  て  対 
    応  す  る。  ◯  各  担  当  の  役  割  を  機  能  さ  せ  る  こ  と。 
 ◯  調  査  ･  報  告  物  に  つ  い  て  対  応  可  能  な  も  の  に  つ  い  て  は  主  幹  教  諭、  教  務  主  任  ･  事  務  職  員  で  分  担 
 ◯  従  来  は  教  頭  が  ⾏っ  て  き  た  校  務  の  ス  ケ  ジュー  ル  管  理  や  周  知  ･  連  絡  等  を  全  て  デ  ジ  タ  ル  化  し  た。 
 ◯  教  員  へ  の  業  務  の  割  り  振  り     ◯  主  幹  教  諭  の  活  ⽤     ◯  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  ⽀  援  員  の  活  ⽤       
 ◯  ⽇  常  的  に  丁  寧  な  事  前  予  告  や  説  明  を  ⾏  う  こ  と  で、  混  乱  や  ト  ラ  ブ  ル  を  未  然  に  防  ぐ  こ  と。     な  ど 

 (19)  学  校  ⾏  事  に  つ  い  て、  令  和  ４  年  度  か  ら  令  和  ６  年  度  の  ３  年  間  で  教  員  の  負  担  （時  間）  は  ど  の  よ  う  に  なっ 
       た  か。 
    ①  負  担  が  増  え  た・・・・・  13.3  ％ 
    ②  負  担  が  減っ  た・・・・・  60.0  ％ 
    ③  変  わ  ら  な  い・・・・・・  26.7  ％ 

 (20)  学  校  ⾏  事  の  令  和  ４  年  度  か  ら  令  和  ６  年  度  の  ３  年  間  で、  ⾒  直  し  や  廃  ⽌  等  を  ⾏っ  た  も  の  に  つ  い  て 
 （記  述  回  答） 

 ◯  運  動  会  の  種  ⽬、  ⽂  化  祭  の  演  ⽬  内  容  の  ⾒  直  し     ◯  運  動  会、  ⽂  化  祭  の  平  ⽇、  午  前  中  の  み  の  開  催 
 ◯  夏  休  み  作  品  展  の  廃  ⽌     ◯  家  庭  訪  問  を  個  ⼈  ⾯  談  に  変  更 
 ◯  マ  ラ  ソ  ン  ⼤  会  の  廃  ⽌     ◯  ⽂  化  ⾏  事  へ  の  取  り  組  む  内  容  を  精  選  し、  取  組  時  間  の  縮  減  を  図っ  た。 
 ◯  教  育  上  必  要  と  職  員  で  協  議  し、  コ  ロ  ナ  前  に  ⼀  律  に  戻  る  こ  と  は  し  な  い。 
 ◯  学  芸  会  か  ら  学  習  発  表  会  へ  変  更                                                                                な  ど 

 (21)PTA  活  動  に  つ  い  て  令  和  ４  年  度  か  ら  令  和  ６  年  度  の  ３  年  間  で、  教  員  の  負  担  （時  間）  は、  ど  の  よ  う  に 
       なっ  た  か。 

 ①  負  担  が  増  え  た・・・・・  13.3  ％ 
    ②  負  担  が  減っ  た・・・・・  60.0  ％ 
    ③  変  わ  ら  な  い・・・・・・  13.3  ％ 
    【考  察】  市  内  校  に  お  い  て  学  校  ⾏  事  の  ⾒  直  し  や  廃  ⽌  な  ど、  教  員  の  負  担  軽  減  に  向  け  た  取  組  が  ⾏  わ  れ  た 

 (22)ICT  （メー  ル  や  ア  プ  リ、  Google  フォー  ム  等）  の  活  ⽤  に  よ  り  児  童  ⽣  徒  の  ⽋  席・  遅  刻  等  の  理  由  が  把  握 
       で  き  る  よ  う  に  なっ  て  い  る  か。 
    ①  把  握  で  き  る・・・・  73.3  ％ 
    ②  把  握  で  き  な  い・・・  26.7  ％ 
    【考  察】  多  く  の  市  内  校  に  お  い  て、  Google  フォー  ム  等  を  活  ⽤  し  て、  児  童  ⽣  徒  の  ⽋  席・  遅  刻  等  の  理  由  が 
                把  握  で  き  る  よ  う  に  なっ  て  き  た。 
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 (23)  学  校  と  保  護  者  間  の  連  絡  ⼿  段  に  お  け  る  ICT  活  ⽤  に  つ  い  て  の  具  体  的  な  取  組  （記  述  回  答） 

 ◯  配  布  物  や  保  護  者  連  絡  の  メー  ル  配  信     ◯  ア  ン  ケー  ト  等  の  フォー  ム  の  活  ⽤ 
 ◯  ⾦  曜  ⽇  に  ⽋  席  し  た  児  童  へ  の  通  信  （時  間  割）  の  受  け  渡  し。 
 ◯Google  ク  ラ  ス  ルー  ム  を  通  し  て  ⽋  席  連  絡 
 ◯  別  室  登  校  児  童  の  学  校  で  の  様  ⼦  を  記  録  し  た  Google  ス  プ  レッ  ド  シー  ト  で  の  共  有           な  ど 

    【考  察】  市  内  校  で  は、  学  校  と  保  護  者  間  の  連  絡  ⼿  段  に  ICT  が  活  ⽤  さ  れ  業  務  の  効  率  化  が  図  ら  れ  て  い  る。 
   
    本  調  査  結  果  か  ら、  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ２  期】」  の  成  果  と  し  て  は、  次 
 の  と  お  り  と  考  察  す  る。 

    《コ  ア  チー  ム  の  設  置》 
       多  く  の  学  校  で  コ  ア  チー  ム  が  設  置  さ  れ  て  お  り、  働  き  ⽅  改  ⾰  の  推  進  体  制  が  整  い  つ  つ  あ  る。 

    《  ICT  活  ⽤  の  推  進》 
       授  業  準  備  に  お  け  る  ICT  活  ⽤  が  進  ん  で  お  り、  教  材  や  指  導  案  の  共  有  化  が  図  ら  れ  て  い  る。 

    《保  護  者・  地  域  と  の  連  携》 
       学  校  の  ホー  ム  ペー  ジ  や  学  校  運  営  協  議  会  を  活  ⽤  し、  保  護  者  や  地  域  へ  の  働  き  か  け  が  ⾏  わ  れ  て  い  る。 

    《業  務  の  ⾒  直  し》 
       在  校  等  時  間  の  計  測  結  果  に  基  づ  き、  業  務  の  偏  り  を  平  準  化  す  る  た  め  の  取  組  が  実  施  さ  れ  て  い  る。 

    《時  間  外  労  働  の  削  減》 
       定  時  退  勤  ⽇  の  設  定  や  時  間  外  労  働  に  関  す  る  ⾯  談  の  実  施  な  ど、  時  間  外  労  働  の  削  減  に  向  け  た  取  組  が  さ  れ 

       て  い  る。 

    《学  校  ⾏  事  の  ⾒  直  し》 
       学  校  ⾏  事  の  ⾒  直  し  や  廃  ⽌  な  ど、  教  員  の  負  担  軽  減  に  向  け  た  取  組  が  ⾏  わ  れ  て  い  る。 

    《  ICT  活  ⽤  の  推  進》 
       学  校  と  保  護  者  間  の  連  絡  ⼿  段  に  ICT  が  活  ⽤  さ  れ、  効  率  化  が  図  ら  れ  て  き  た。 

 ⼀  ⽅  で、  課  題  と  し  て  は、  次  の  こ  と  が  考  え  ら  れ  る。 

    《業  務  の  集  中  化》 
       ⼀  部  の  教  員  に  業  務  が  集  中  し  て  い  る  と  い  う  課  題  が  依  然  と  し  て  残っ  て  い  る。 

    《休  憩  時  間  の  確  保》 
       職  員  会  議  等  が  休  憩  時  間  に  ま  で  及  ぶ  こ  と  が  あ  る。 

    《教  頭  の  業  務  負  担》 
       教  頭  の  業  務  負  担  が  ⼤  き  く、  そ  の  軽  減  策  が  求  め  ら  れ  て  い  る。    

    《保  護  者  か  ら  の  苦  情》 
       保  護  者  か  ら  の  苦  情  や  不  当  な  要  求  に  対  応  す  る  学  校  の  負  担  が  ⾒  ら  れ  る。 

    《  ICT  環  境  の  整  備》 
       ICT  の  活  ⽤  は  進  ん  で  い  る  も  の  の、  さ  ら  な  る  環  境  整  備  が  望  ま  れ  る。 

 こ  れ  ら  を  踏  ま  え、  今  後  に  向  け  た  改  善  策  と  し  て  は、  次  の  よ  う  な  ⽅  策  が  考  え  ら  れ  る。 

    (1)  業  務  の  効  率  化 
       ①  業  務  フ  ロー  の  ⾒  直  し、  標  準  化    
       ②  校  務  の  ICT  ツー  ル  の  活  ⽤ 

    (2)  教  員  の  ワー  ク  ラ  イ  フ  バ  ラ  ン  ス  の  向  上 
       ①  定  時  退  勤、  休  暇  取  得  の  奨  励    
       ②  業  務  分  担  の  ⾒  直  し    
       ③  精  神  的  な  健  康  ⽀  援 
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    (3)  教  頭  を  含  む  管  理  職  の  負  担  軽  減 

       ①  業  務  の  委  譲    
       ②  事  務  職  員  と  の  連  携  強  化    
       ③  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  ⽀  援  員  の  活  ⽤ 

    (4)  保  護  者・  地  域  理  解 
       ①  保  護  者  と  の  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン    
       ②  学  校  運  営  協  議  会  で  の  意  ⾒  交  換 

    (5)ICT  環  境  の  整  備 
       ①  最  新  の  ICT  機  器  の  導  ⼊    
       ②  イ  ン  ター  ネッ  ト  環  境  の  整  備    
       ③  教  職  員  へ  の  ICT  研  修  の  実  施 
   

    第  ２  期  推  進  プ  ラ  ン  の  ３  年  間  は、  ポ  ス  ト  コ  ロ  ナ  の  中  で  の  教  育  の  在  り  ⽅  に  つ  い  て  検  討  さ  れ  て  き  た。  平  成 
 25  年  に  発  ⾜  さ  れ  た  国  の  「教  育  再  ⽣  実  ⾏  会  議」  で  は、  ポ  ス  ト  コ  ロ  ナ  期  に  お  け  る  新  た  な  学  び  の  在  り  ⽅  を  考 
 え  て  い  く  に  当  たっ  て、  こ  う  し  た  課  題  を  解  決  す  る  た  め  に  は、  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  の  多  様  な  幸  せ  で  あ  る  と  と  も  に  社  会 
 全  体  の  幸  せ  で  も  あ  る  ウェ  ル  ビー  イ  ン  グ  の  理  念  の  実  現  を  ⽬  指  す  こ  と  が  重  要  で  あ  る  と  の  結  論  に  ⾄っ  て  お  り 
 令  和  ２  年  ７  ⽉  か  ら  「ポ  ス  ト  コ  ロ  ナ  期  に  お  け  る  新  た  な  学  び  の  在  り  ⽅」  に  つ  い  て  の  検  討  に  着  ⼿  し  て  い  る。 
    こ  の  「幸  せ」  と  は、  経  済  的  な  豊  か  さ  だ  け  で  な  く、  精  神  的  な  豊  か  さ  や  健  康  も  含  ま  れ、  こ  の  よ  う  な  幸  せ 
 が  実  現  さ  れ  る  社  会  は、  多  様  性  と  包  摂  性  の  あ  る  持  続  可  能  な  社  会  で  あ  る。  今  後、  全  国  の  学  校  現  場  で  新  た  な 
 学  び  が  実  践  さ  れ  て  い  く  た  め  に  は、  引  き  続  き、  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  が  推  進  さ  れ  て  い  く  こ  と  が  肝  要  で 
 あ  る。 
    市  内  校  に  お  け  る  「教  頭  の  業  務  負  担  の  軽  減」、  「保  護  者  と  の  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  強  化」  な  ど、  こ  れ  ら 
 の  課  題  を  解  決  す  る  た  め  に  は、  国  が  定  め  る  「教  育  振  興  基  本  計  画」  に  ⽰  さ  れ  た  ５  つ  の  基  本  ⽅  針  の  も  と、  学 
 校・  家  庭・  地  域  の  連  携・  協  働  の  推  進  に  よ  る  地  域  の  教  育  ⼒  の  向  上  や、  指  導  体  制・  ICT  環  境  の  整  備、  教  育 
 研  究  基  盤  の  強  化  等  の  ⽬  標  と  基  本  施  策、  指  標  に  基  づ  い  た  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン 
 【第  ３  期】  （令  和  ７  年  度〜  令  和  ９  年  度）」  を  策  定  し、  よ  り  実  効  性  の  ⾼  い  働  き  ⽅  改  ⾰  を  推  進  し  て  い  く  も 
 の  と  す  る。 
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 Ⅱ     網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ３  期】  の  概  要 

    １  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  推  進  プ  ラ  ン  【第  ３  期】  （令  和  ７  年  度〜  令  和  ９  年  度）」 
       （以  下  「第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン」  と  い  う。）  の  性  格  及  び  ⽬  的 
   
       (1)  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  の  ⽬  的  は、  「教  員  の  こ  れ  ま  で  の  働  き  ⽅  を  ⾒  直  し、  ⾃  ら  の  授  業  を  磨  く  と 
          も  に  ⽇々  の  ⽣  活  の  質  や  教  職  ⼈  ⽣  を  豊  か  に  す  る  こ  と  で、  ⾃  ら  の  ⼈  間  性  や  創  造  性  を  ⾼  め、  ⼦  ど  も  た 
          ち  に  対  し  て  効  果  的  な  教  育  活  動  を  ⾏  う  こ  と  が  で  き  る  よ  う  に  な  る  こ  と」  で  あ  る。 
       (2)  こ  の  理  念  を  実  現  す  る  た  め  市  教  委  は、  教  育  を  取  り  巻  く  状  況  の  変  化  を  的  確  に  反  映  さ  せ  る  と  と  も  に、 
          新  た  な  取  組  を  加  え  る  な  ど  し  た  新  た  な  第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  を  策  定  し、  よ  り  実  効  性  の  ⾼  い  働  き  ⽅  改  ⾰ 
          を  推  進  す  る。 
       (3)  第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  は、  「公  ⽴  学  校  の  教  育  職  員  の  業  務  量  の  適  切  な  管  理  そ  の  他  教  育  職  員  の  服  務  を  監 
          督  す  る  教  育  委  員  会  が  教  育  職  員  の  健  康  及  び  福  祉  の  確  保  を  図  る  た  め  に  講  ず  べ  き  措  置  に  関  す  る  指  針」 

 （令  和  ２  年  ⽂  部  科  学  省  告  ⽰  第  １  号。  以  下  「国  指  針」  と  い  う。）  第  ２  章  第  ２  節  （１）  に  基  づ  く  教  育 
          職  員  の  在  校  等  時  間  の  上  限  等  に  関  す  る  ⽅  針  と  し  て、  「公  ⽴  の  義  務  教  育  諸  学  校  等  の  教  育  職  員  の  給  与 
          等  に  関  す  る  特  別  措  置  条  例」  （昭  和  46  年  北  海  道  条  例  第  61  号。  以  下  「給  特  条  例」  と  い  う。）  第  ８  条 
          及  び  「教  育  職  員  の  業  務  量  の  適  切  な  管  理  等  に  関  す  る  規  則」  （令  和  ２  年  網  ⾛  市  教  育  委  員  会  規  則  第  ３ 
          号。  以  下  「教  育  委  員  会  規  則」  と  い  う。）  第  ２  条  第  ３  項  に  基  づ  き、  教  育  職  員  の  業  務  量  の  適  切  な  管 
          理  そ  の  他  教  育  職  員  の  健  康  及  び  福  祉  の  確  保  を  図  る  た  め  に  必  要  な  事  項  を  定  め  る  も  の  で  あ  る。 
       (4)  第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  は、  今  後  の  国・  道  の  動  向  に  注  視  す  る  と  と  も  に、  学  校  に  お  け  る  取  組  状  況  の  検  証 
          を  ⾏  い  な  が  ら、  必  要  に  応  じ  て  ⾒  直  し  を  ⾏  う。 

    ２     ⽬  標  ､  重  視  す  る  視  点、  重  点  的  に  実  施  す  る  取  組  及  び  取  組  期  間 
      
          国  指  針  第  ２  章  第  １  節  （２）  及  び  第  ３  章  第  ２  節  （１）  に  基  づ  き、  市  教  委  規  則  に  定  め  る  在  校  等  時  間 

    の  上  限  の  遵  守  に  向  け  て、  次  の  と  お  り  ⽬  標、  重  視  す  る  視  点、  重  点  的  に  実  施  す  る  取  組  及  び  取  組  期  間  を 
       設  定  す  る。 

       【⽬  標】 
          教  育  職  員  の  「時  間  外  在  校  等  時  間」  を、  １  か  ⽉  で  45  時  間  以  内、  １  年  間  で  360  時  間  以  内  と  す  る。    
          (１  年  単  位  の  変  形  労  働  時  間  制  を  適  ⽤  す  る  場  合  は、  そ  れ  ぞ  れ  42  時  間  以  内、  320  時  間  以  内) 
       【⽬  指  す  姿】 
          教  育  職  員  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  が、  「変  わっ  て  き  た」  と  実  感  で  き  る  働  き  ⽅  改  ⾰  の  推  進 

       【重  視  す  る  視  点】                                                                 【重  点  的  に  実  施  す  る  取  組】       
                                                                                          

 改  ⾰  を 
 『⾃  分  事  に』 

 ワー  ク  ラ  イ  フ  バ  ラ  ン  ス  を  意  識  し  た  働 
 き  ⽅  を  追  求  し、  教  育  職  員  の  ウェ  ル  ビー 
 イ  ン  グ  の  向  上  と、  ⼦  ど  も  た  ち  の  学  び 
 の  伸  ⻑ 

 『⾃  ⾛』  す  る 
 チー  ム 

 未  来  に  つ  な  が  る  教  育  活  動  の  実  現  を  ⽬ 
 指  し、  対  話  を  通  し  て、  学  び  合  い・  ⽀ 
 え  合  う  チー  ム  を  構  築 

 地  域  と  の 
 『協  働』 

 コ  ミュ  ニ  ティ・  ス  クー  ル  の  地  域  学  校  協 
 働  活  動  の  ⼀  体  的  推  進  を  図  り、  地  域・ 
 保  護  者・  教  職  員  の  参  画  と  熟  議  で  バ  ラ 
 ン  ス  あ  る  分  担  を  実  現 
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 【本  推  進  プ  ラ  ン  に  掲  げ  る  取  組】 
       Action  １     校  務  の  効  率  化  と  役  割  分  担 
       Action  ２     部  活  動  指  導  に  関  わ  る  負  担  の  軽  減 
       Action  ３     学  校  体  制  の  ⾒  直  し  な  ど  に  よ  る  改  善 
       Action  ４     意  識  の  変  容  を  促  す  取  組 
       Action  ５     学  校  サ  ポー  ト  体  制  の  充  実 

    【取  組  期  間】 
          令  和  ７  年  度  か  ら  令  和  ９  年  度  ま  で  の  ３  年  間  と  し、  市  教  委  と  各  学  校  が  緊  密  に  連  携・  協  ⼒  し  な  が  ら、 
       ⽬  標  の  早  期  達  成  に  向  け  て  全  ⼒  で  取  り  組  む。 
      
          ※  ウェ  ル  ビー  イ  ン  グ 
             ⾝  体  的・  精  神  的・  社  会  的  に  良  い  状  態  に  あ  る  こ  と  を  い  い、  短  期  的  な  幸  福  の  み  な  ら  ず、  ⽣  き  が  い 
          や  ⼈  ⽣  の  意  義  な  ど  の  将  来  に  わ  た  る  持  続  的  な  幸  福  を  含  む  概  念。  （第  ４  期  教  育  振  興  基  本  計  画  よ  り） 

          ※  教  員  の  ウェ  ル  ビー  イ  ン  グ  を  ⾼  め  る  主  な  要  素       
             □  学  校  の  仕  事  が  楽  し  い  □  ⼼  ⾝  が  健  康  で  あ  る  □  ⼦  ど  も  の  成  ⻑  を  実  感  □  ⽣  徒  と  の  信  頼  関  係 
             □  教  育  に  意  欲  を  感  じ  る  □  職  場  の  居  ⼼  地  が  良  い  □  保  護  者  や  地  域  と  の  つ  な  が  り 
   
    ３     市  教  委  及  び  学  校  の  役  割 

    (1)  市  教  委  の  役  割 
       ①  網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  を  進  め  る  た  め  の  計  画  等  や  所  管  す  る  学  校  に  勤  務  す  る  教  育  職  員 
          の  在  校  等  時  間  の  上  限  等  に  関  す  る  ⽅  針  等  に  基  づ  き、  適  切  に  指  導  す  る。 
       ②  網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  を  進  め  る  た  め、  地  域  の  実  情  に  応  じ  た  取  組  を  実  施  す  る。 
       ③  市  教  委  は、  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  の  実  施  状  況  を  適  切  に  把  握・  分  析  し、  必  要  な  環  境  整  備  等  の 
          取  組  を  実  施  す  る。  特  に、  教  育  職  員  の  時  間  外  在  校  等  時  間  が  上  限  時  間  の  範  囲  を  超  え  た  学  校  に  対  し 
          て  は、  該  当  校  に  お  け  る  業  務  や  環  境  整  備  等  の  状  況  に  つ  い  て  事  後  的  に  検  証  を  ⾏  う。 

       (2)  学  校  の  役  割 
       ①  校  ⻑  は、  「学  校  経  営  ⽅  針」  や  「重  点  ⽬  標」  等  に  働  き  ⽅  改  ⾰  を  明  確  に  位  置  付  け、  全  教  職  員  の  共 
          通  理  解  の  下、  「勤  務  時  間」  を  意  識  し  た  働  き  ⽅  を  進  め、  職  員  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  の  意  識  改  ⾰  を  促  進  す  る。 
       ②  校  ⻑  は、  第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  に  掲  げ  る  具  体  的  な  取  組  を  実  践  す  る  と  と  も  に、  時  間  外  在  校  等  時  間  等 
          の  実  態  を  踏  ま  え  道  教  委  が  監  修  し  た  「北  海  道  の  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  ⼿  引  "  Ｒ  ｏ  ａ  ｄ”」  （以 

    下  「Ｒ  ｏ  ａ  ｄ」  と  い  う。  や  国  の  「働  き  ⽅  改  ⾰  事  例  集」  等  を  活  ⽤  し、  そ  れ  ぞ  れ  の  実  情  に  応  じ  た 
          取  組  を  主  体  的  に  推  進  す  る。 

      
       (3)  推  進  体  制  と  取  組  の  検  証・  改  善 

       ①  市  教  委  は、  市  ⻑  と  認  識  を  共  有  し、  教  育  職  員  の  業  務  量  の  適  切  な  管  理  そ  の  他  教  育  職  員  の  健  康  及  び 
          福  祉  を  図  る  た  め  に  講  ず  べ  き  措  置  に  関  し、  市  ⻑  の  求  め  に  応  じ  て  実  施  状  況  等  に  つ  い  て  報  告  を  ⾏  う 
          な  ど  連  携  を  図  る。 
       ②  市  教  委  は、  第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  の  各  項  ⽬  の  進  捗  状  況  を  管  理  す  る  と  と  も  に、  施  策  の  検  証  等  の  結  果 
          や  国  の  動  向  等  を  踏  ま  え  取  組  の  追  加  や  廃  ⽌  等  を  検  討  し、  必  要  に  応  じ  て  都  度  ⾒  直  し  を  ⾏  う。 
       ③  市  教  委  は  学  校  に  対  し、  各  般  の  取  組  に  係  る  検  証  結  果  を  提  供  し、  学  校  が  Ｐ  Ｄ  Ｃ  Ａ  サ  イ  ク  ル  を  活  ⽤ 
          し  て、  計  画  的  に  働  き  ⽅  改  ⾰  の  取  組  を  進  め  る  よ  う  促  す。 

      
       (4)  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  等  へ  の  理  解  促  進 

       ①  市  教  委  は、  保  護  者  及  び  地  域  住  ⺠  そ  の  他  の  関  係  者  の  理  解  が  得  ら  れ  る  よ  う、  広  く  第  ３  期  推  進  プ  ラ 
          ン  の  周  知  を  図  る。 
       ②  市  教  委  は、  既  存  の  調  査  等  を  活  ⽤  し  つ  つ、  適  宜、  学  校  の  取  組  状  況  を  把  握  し、  公  表  す  る。 
       ③  校  ⻑  は、  業  務  改  善  の  推  進  を  学  校  評  価  に  明  確  に  位  置  付  け  る  と  と  も  に、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  等  に  対 
          す  る  説  明  責  任  を  果  た  し  な  が  ら、  円  滑  に  学  校  運  営  を  ⾏  う  よ  う  努  め  る。 
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       (5)  学  校・  教  員  が  担  う  業  務  の  適  正  化  の  ⼀  層  の  推  進 
          ①  市  教  委  と  学  校  は、  令  和  ５  年  ８  ⽉  中  央  教  育  審  議  会  質  の  ⾼  い  教  師  の  確  保  特  別  部  か  ら  「教  師  を  取  り 
             巻  く  環  境  整  備  に  つ  い  て  緊  急  的  に  取  り  組  む  べ  き  施  策  （提  ⾔）」  （以  下  「緊  急  提  ⾔」  と  い  う。） 
             に  お  い  て  改  め  て  ⽰  さ  れ  た  「学  校・  教  員  が  担  う  業  務  に  係  る  ３  分  類」  を  踏  ま  え、  必  要  性  が  低  下  し 
             慣  習  的  に  ⾏  わ  れ  て  い  る  業  務  に  つ  い  て、  業  務  の  優  先  順  位  を  つ  け  る  中  で  思  い  切っ  て  廃  ⽌  す  る  こ  と 
             や、  学  校  内  あ  る  い  は  学  校  外  と  の  関  係  に  お  い  て  適  切  に  連  携・  分  担  す  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う、  関  係 
             機  関  等  と  も  連  携  し  な  が  ら、  地  域  や  保  護  者  の  理  解  の  促  進  に  努  め  る。 

          ②  業  務  の  適  正  化  の  推  進  に  あ  たっ  て  は、  緊  急  提  ⾔  で  あ  わ  せ  て  ⽰  さ  れ  た  「３  分  類  に  基  づ  く  14  の  取  組 
             の  実  効  性  を  確  保  す  る  た  め  の  各  主  体  に  よ  る  『対  応  策  の  例』」  も  参  考  に、  市  教  委  と  学  校  の  そ  れ  ぞ 
             れ  が  役  割  を  果  た  し  な  が  ら、  取  組  を  進  め  る。 
   
       【学  校・  教  員  が  担  う  業  務  に  係  る  ３  分  類  例】       

 基  本  的  に  学  校  以  外  が  担  う 
 べ  き  業  務 

 学  校  の  業  務  だ  が、  必  ず  し  も 
 教  員  が  担  う  必  要  の  な  い  業  務 

 教  員  の  業  務  だ  が、  負  担  軽  減 
 が  可  能  な  業  務 

 ①  登  下  校  に  関  す  る  対  応 
 ②  放  課  後  か  ら  夜  間  な  ど  に  お 
    け  る  ⾒  回  り、  児  童  ⽣  徒  が 
    補  導  さ  れ  た  時  の  対  応 
 ③  学  校  徴  収  ⾦  の  徴  収・  管  理 
 ④  地  域  ボ  ラ  ン  ティ  ア  と  の  連 
    絡  調  整 

 ※  そ  の  業  務  の  内  容  に  応  じ  て、 
    地  ⽅  公  共  団  体  や  教  育  委  員    
    会、  保  護  者、  地  域  学  校  協  働 
    活  動  推  進  員  や  地  域  ボ  ラ  ン    
    ティ  ア  等  が  担  う  べ  き 

 ⑤  調  査・  統  計  等  へ  の  回  答  等 
 （事  務  職  員  等） 
 ⑥  児  童  ⽣  徒  の  休  み  時  間  に  お 
    け  る  対  応  （輪  番、  地  域  ボ 
    ラ  ン  ティ  ア  等） 
 ⑦  校  内  清  掃  （輪  番、  地  域  ボ 
    ラ  ン  ティ  ア） 
 ⑧  部  活  動  （部  活  動  指  導  員    
    等） 

 ※  部  活  動  の  設  置・  運  営  は  法  令  上 
    の  義  務  で  は  な  い  が、  ほ  と  ん  ど 
    の  中  学・  ⾼  校  で  設  置。  多  く  の 
    教  員  が  顧  問  を  担  わ  ざ  る  を  得  な 
    い  実  態 

 ⑨  給  ⾷  時  の  対  応  （学  級  担  任 
    と  栄  養  教  諭  等  と  の  連  携    
    等） 
 ⑩  授  業  準  備  （補  助  的  業  務  へ 
    の  サ  ポー  ト  ス  タッ  フ  の  参 
    画  等） 
 ⑪  学  習  評  価  や  成  績  処  理       
    （補  助  的  業  務  へ  の  サ  ポー 
    ト  ス  タッ  フ  の  参  画  等） 
 ⑫  学  校  ⾏  事  の  準  備・  運  営    
    （事  務  職  員  等  と  の  連  携、 
    ⼀  部  外  部  委  託  等） 
 ⑬  進  路  指  導  （事  務  職  員  や    
    外  部  ⼈  材  と  の  連  携・  協  ⼒ 
    等 
 ⑭  ⽀  援  が  必  要  な  児  童  ⽣  徒・ 
    家  庭  へ  の  対  応  （専  ⾨  ス    
 タッ  フ  と  の  連  携・  協  ⼒  等） 

    (6)  Ｓ  Ｄ  Ｇ  ｓ  の  推  進       
       Ｓ  Ｄ  Ｇ  ｓ  （持  続  可  能  な  開  発  ⽬  標）  は、  2015  年  9  ⽉  の  国  連  サ  ミッ  ト  で  採  択  さ  れ  た、  2030  年  を  期  限  と 
    す  る  先  進  国  を  含  む  国  際  社  会  全  体  の  開  発  ⽬  標  で、  「誰  ⼀  ⼈  取  り  残  さ  な  い」  社  会  の  実  現  を  ⽬  指  し、  包  括 
    的  な  17  の  ⽬  標  が  設  定  さ  れ  て  お  り、  経  済・  社  会・  環  境  を  め  ぐ  る  広  範  な  課  題  に、  統  合  的  に  取  り  組  む  こ  と 
    と  さ  れ  て  い  る。    
       第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン  は  Ｓ  Ｄ  Ｇ  ｓ  の  う  ち、  主  に  以  下  の  ⽬  標  達  成  に  資  す  る  こ  と  を  踏  ま  え、  Ｓ  Ｄ  Ｇ  ｓ  の  理 
    念  と  の  整  合  に  留  意  し  て、  施  策  を  推  進  す  る。 

     ・  す  べ  て  の  ⼈  に  健  康  と  福  祉  を                    （⽬  標  ３） 
     ・  室  の  ⾼  い  教  育  を  み  ん  な  に                       （⽬  標  ４） 
     ・  働  き  が  い  も  経  済  成  ⻑  も                          （⽬  標  ８） 
     ・  住  み  続  け  ら  れ  る  ま  ち  づ  く  り  を                 （⽬  標  11  ） 
     ・  パー  ト  ナー  シッ  プ  で  ⽬  標  を  達  成  し  よ  う     （⽬  標  17  ） 
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    ４     具  体  的  な  取  組 
       市  教  委  及  び  学  校  は、  地  域  や  各  学  校  の  実  情  を  踏  ま  え、  次  に  掲  げ  る  取  組  を  ⾏  う。 

       (1)  Ｉ  Ｃ  Ｔ  の  活  ⽤  に  よ  る  校  務  効  率  化  の  推  進 
          ①  市  教  委  は、  道  教  委  の  取  組  を  参  考  に、  校  務  の  効  率  化  を  図  る  と  と  も  に、  Ｇ  Ｉ  Ｇ  Ａ  ス  クー  ル  構  想  や 
             学  校  Ｄ  Ｘ  を  推  進  す  る。             
          ②  市  教  委  は、  学  習  系  の  各  シ  ス  テ  ム  や  校  務  ⽀  援  シ  ス  テ  ム  は、  将  来  的  な  各  シ  ス  テ  ム  間  で  の  相  互  運  ⽤ 
             を  踏  ま  え  た  導  ⼊  を  検  討  す  る。  特  に  校  務  ⽀  援  シ  ス  テ  ム  に  つ  い  て  は、  職  員  の  異  動  に  よ  り、  校  務  の 
             Ｉ  Ｃ  T  環  境  の  変  化  に  よ  る  業  務  負  担  が  ⽣  じ  な  い  よ  う  努  め  る。 
          ③  学  校  は、  道  教  委  や  市  教  委  の  取  組  を  踏  ま  え  る  と  と  も  に、  会  議  資  料  の  ペー  パー  レ  ス  化  や  ス  ケ  ジュ 
           ー  ル  管  理  の  オ  ン  ラ  イ  ン  化、  ク  ラ  ウ  ド  上  の  教  材  の  教  員  間  で  の  共  有  を  図  る。 
          ④  学  校  は、  保  護  者  等  間  の  連  絡  ⼿  段  を  原  則  と  し  て  デ  ジ  タ  ル  化  す  る  な  ど、  校  務  処  理  の  負  担  軽  減  を  進 
             め  る。 

       (2)  「チー  ム  学  校」  の  実  現  に  向  け  た  専  ⾨  ス  タッ  フ  等  の  配  置  促  進 
       ①  市  教  委  は、  各  学  校  の  課  題  に  応  じ  て  ス  クー  ル  カ  ウ  ン  セ  ラー、  ス  クー  ル  ソー  シャ  ル  ワー  カー、  特 
          別  ⽀  援  教  育  ⽀  援  員、  学  習  ⽀  援  員、  部  活  動  指  導  員  等  の  配  置  を  進  め  る。 
       ②  学  校  は、  学  ⽤  品  費  や  修  学  旅  ⾏  費  等  の  学  校  徴  収  ⾦  の  徴  収・  管  理  業  務  を  教  員  が  担っ  て  い  る  場  合  に 
          は、  地  域  や  学  校  の  実  情  に  応  じ  て  事  務  職  員  に  業  務  を  分  担  す  る  こ  と  や、  ⼝  座  振  替、  イ  ン  ター  ネッ 
          ト  バ  ン  キ  ン  グ  の  活  ⽤  な  ど、  教  員  が  関  与  す  る  こ  と  が  な  い  仕  組  み  を  構  築  し  て  い  く  こ  と  を  促  す。 

    (3)  保  護  者・  地  域  等  と  の  連  携  協  働 
       ①  市  教  委  は  、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  が  ⼦  ど  も  た  ち  に  効  果  的  な  教  育  活  動  を  ⾏  う  と  い  う  「学  校  に  お  け  る 
          働  き  ⽅  改  ⾰」  の  趣  旨  を  理  解  し、  各  学  校  の  教  育  活  動  に  積  極  的  に  協  ⼒  い  た  だ  け  る  よ  う、  学  校  の  業 
          務  の  実  情  や  働  き  ⽅  改  ⾰  の  各  種  取  組  に  つ  い  て、  積  極  的  な  広  報  及  び  情  報  提  供  を  ⾏  う。 
       ②  市  教  委  は、  学  校  を  核  と  し  て、  地  域  全  体  で  ⼦  ど  も  た  ち  の  学  び  や  成  ⻑  を  ⽀  え  る  取  組  が  推  進  さ  れ  る 
          よ  う、  地  域  住  ⺠  が  学  校  の  教  育  活  動  を  ⽀  援  す  る  「地  域  学  校  協  働  活  動」  や、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  が 
          学  校  運  営  に  参  画  す  る  「コ  ミュ  ニ  ティ・  ス  クー  ル」  と  地  域  の  実  情  に  応  じ  た  効  果  的  な  活  動  を  促  す。 
       ③  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  を  含  む  教  員  を  取  り  巻  く  環  境  整  備  に  つ  い  て、  市  ⻑  部  局  と  市  教  委  が  ⼀  体 

       と  なっ  て  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  の  実  効  性  を  ⾼  め  る  取  組  を  推  進  す  る。 
       ④  学  校  は、  保  護  者  や  地  域  に  対  し、  学  校  の  実  情  や  勤  務  時  間、  休  憩  時  間  に  つ  い  て  の  情  報  と  合  わ  せ  て 
          ⽇  頃  か  ら  学  校  の  取  組  な  ど  に  つ  い  て  幅  広  く  情  報  発  信  す  る  な  ど、  情  報  の  共  有  に  努  め  る  と  と  も  に、 
          学  校  の  働  き  ⽅  改  ⾰  の  取  組  の  進  捗  状  況  等  に  つ  い  て、  学  校  だ  よ  り  や  ホー  ム  ペー  ジ  で  公  表  す  る  な  ど 
          そ  の  効  果  を  可  視  化  し  て  保  護  者  や  地  域  に  周  知  す  る。 
       ⑤  学  校  は、  学  校  運  営  協  議  会  な  ど  に  お  い  て、  働  き  ⽅  改  ⾰  を  積  極  的  に  議  題  と  し  て  取  り  扱  う  な  ど、  適 
          切  に  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  を  図  り  な  が  ら、  学  校・  家  庭・  地  域  そ  れ  ぞ  れ  の  役  割  を  尊  重  し  た  上  で、 
          信  頼  に  基  づ  い  た  対  等  な  関  係  を  構  築  し、  適  切  な  役  割  分  担  を  進  め  る。       

 (1)  部  活  動  休  養  ⽇  等  の  完  全  実  施 
    ①  市  教  委  は、  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  部  活  動  の  在  り  ⽅  に  関  す  る  ⽅  針」  （以  下  「市  教  委  ⽅  針」  と 
       い  う。）  に  基  づ  き、  ⽣  徒  の  け  が  の  防  ⽌  や  ⼼  ⾝  の  リ  フ  レッ  シュ  な  ど  学  校  ⽣  活  等  へ  の  影  響  を  考  慮 
       す  る  と  と  も  に、  教  員  の  部  活  動  指  導  に  お  け  る  負  担  が  過  度  に  な  ら  な  い  よ  う、  全  て  の  部  活  動  に  お  い 
       て、  部  活  動  休  養  ⽇  の  完  全  実  施  に  向  け  た  取  組  を  進  め  る。 

          ②  学  校  は、  市  教  委  ⽅  針  を  踏  ま  え、  各  学  校  に  お  け  る  各  部  活  動  の  活  動  ⽇、  活  動  時  間  及  び  休  養  ⽇  な  ど 
             を  設  定  し  た  部  活  動  ⽅  針  を  策  定  し  公  表  す  る  と  と  も  に、  校  ⻑  は  各  部  活  動  の  活  動  内  容  を  把  握  し、  適 
             宜、  指  導・  是  正  を  ⾏  う  な  ど、  そ  の  運  ⽤  を  徹  底  す  る。 
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       (2)  指  導・  運  営  に  係  る  体  制  の  構  築 
    ①  市  教  委  は、  市  教  委  ⽅  針  を  踏  ま  え、  部  活  動  の  指  導  体  制  の  充  実  と  教  員  の  負  担  軽  減  の  観  点  か  ら  学  校 
       に  部  活  動  指  導  員  を  配  置  し、  そ  の  効  果  的  な  活  ⽤  を  促  す。 
    ②  学  校  は、  学  校  規  模  や  教  員  の  配  置  状  況  等  を  踏  ま  え  た  適  正  な  部  活  動  数  と  す  る。 
    ③  学  校  は、  特  定  の  教  員  に  部  活  動  指  導  業  務  が  集  中  す  る  こ  と  が  な  い  よ  う、  複  数  顧  問  の  配  置  な  ど  に  よ 
       り、  負  担  の  平  準  化  や  軽  減  を  図  る。 
    ④  学  校  は、  部  活  動  の  指  導、  引  率  等  を  ⾏  う  部  活  動  指  導  員  や  専  ⾨  的  な  技  術  指  導  を  ⾏  う  外  部  指  導  者  を 
       活  ⽤  す  る  ほ  か、  関  係  機  関  等  と  の  積  極  的  な  連  携  に  よ  り、  部  活  動  の  指  導  体  制  の  充  実  と  教  員  の  負  担 
       軽  減  を  図  る。 

       (3)  ⼤  会  等  に  係  る  負  担  の  軽  減 
    ①  市  教  委  は、  学  校  の  部  活  動  が  参  加  す  る  ⼤  会  等  の  全  体  像  を  把  握  し、  週  末  等  に  開  催  さ  れ  る  様々  な  ⼤ 
       会  等  に  参  加  す  る  こ  と  に  よ  り、  ⽣  徒  や  部  活  動  顧  問  の  過  度  な  負  担  と  な  ら  な  い  よ  う、  ⼤  会  等  の  統  廃 
       合  や  簡  素  化  等  を  主  催  者  や  競  技  団  体  等  に  要  請  す  る。 
    ②  学  校  は、  部  活  動  休  養  ⽇  等  が  年  間  を  通  じ  て  適  切  に  設  定  さ  れ  る  こ  と  を  前  提  に、  ⽣  徒  の  教  育  上  の  意 
       義、  ⽣  徒  や  部  活  動  顧  問  の  負  担  が  過  度  と  な  ら  な  い  こ  と  等  を  考  慮  し  て、  学  校  の  部  活  動  が  参  加  す  る 
       ⼤  会  等  の  回  数  に  上  限  の  ⽬  安  等  を  定  め、  参  加  す  る  ⼤  会  等  を  精  査  す  る。 

 (4)  部  活  動  の  地  域  移  ⾏  （地  域  展  開） 
    ①  市  教  委  は、  「北  海  道  部  活  動  の  地  域  移  ⾏  に  関  す  る  推  進  計  画」  を  踏  ま  え、  公  ⽴  中  学  校  等  の  休  ⽇  の 
       部  活  動  を  今  後  は  段  階  的  に  地  域  活  動  へ  移  ⾏  す  る  こ  と  を  基  本  と  し、  休  ⽇  の  地  域  展  開  の  取  組  を  重  点 
       的  に  ⾏  い、  地  域  の  実  情  等  に  応  じ  て  可  能  な  限  り  早  期  の  実  現  を  ⽬  指  す。 
    ②  学  校  は、  ⽣  徒  の  教  育  や  健  全  育  成  に  関  す  る  専  ⾨  性  と  実  績  を  ⽣  か  し、  地  域  の  ス  ポー  ツ・  ⽂  化  芸  術 
       環  境  の  整  備  に  関  し  て、  市  教  委  の  関  係  部  署  や  地  域  の  関  係  団  体  等  と  協  ⼒・  協  働  す  る。 

       (1)  教  頭  の  業  務  縮  減 
    ①  市  教  委  は、  道  教  委  調  査  等  に  よ  り  把  握  し  た  教  頭  の  ⻑  時  間  勤  務  と  なっ  て  い  る  実  態  を  踏  ま  え、  業  務 
       負  担  の  解  消  の  た  め  の  取  組  の  奨  励・  推  進  を  図  る。 
    ②  学  校  で  は、  校  ⻑  が  組  織  的  な  学  校  運  営  を  ⾏  う  に  あ  た  り、  業  務  内  容  や  業  務  分  担  の  ⾒  直  し  を  進  め  教 
       頭  の  業  務  負  担  も  考  慮  し  な  が  ら  校  内  体  制  を  整  備  す  る。 
    ③  学  校  は、  管  理  職  員  と  ⼀  般  教  員  と  の  ⽇  頃  か  ら  の  対  話  を  通  じ  て、  学  校  運  営  へ  の  参  画  意  識  を  醸  成  す 
       る  と  と  も  に、  教  頭  の  業  務  の  分  散  化  を  図  る。 
       ア     定  例  の  管  理  職  員  の  打  ち  合  わ  せ  や  職  員  会  議  前  の  打  ち  合  わ  せ  を  廃  ⽌ 
       イ     主  幹  教  諭  や  学  年  主  任、  教  務  主  任  等  の  ミ  ド  ル  リー  ダー  が  機  能  す  る  学  校  組  織  体  制  を  整  備  し、 
             組  織  的  な  経  営  参  画  を  図  る。 
       ウ     受  信  メー  ル  等  の  印  刷  や  デー  タ  処  理、  職  員  の  休  暇  処  理、  電  ⼦  キー  の  管  理  な  ど、  事  務  職  員  と 
             の  役  割  分  担  の  ⾒  直  し 
      
 (2)  学  校  ⾏  事  の  精  選・  重  点  化 
    ①  市  教  委  は、  学  校  ⾏  事  の  準  備  等  が  教  員  の  過  度  な  負  担  と  な  ら  な  い  よ  う、  改  め  て  働  き  ⽅  改  ⾰  の  必  要 
       性  と  意  義  を  保  護  者  や  地  域  に  発  信  す  る  と  と  も  に、  学  校  の  取  組  に  必  要  な  ⽀  援  を  ⾏  う。 
    ②  学  校  は、  そ  れ  ぞ  れ  の  学  校  ⾏  事  の  教  育  的  価  値  を  検  討  し、  学  校  と  し  て  の  体  裁  を  保  つ  た  め  の  も  の  や 
       前  例  の  み  に  と  ら  わ  れ  て  慣  例  的  に  ⾏っ  て  い  る  部  分  を  や  め、  教  育  上  真  に  必  要  と  さ  れ  る  も  の  に  精  選 
       す  る  こ  と  や、  よ  り  充  実  し  た  学  校  ⾏  事  に  す  る  た  め  ⾏  事  間  の  関  連  や  統  合  を  図  る  な  ど、  学  校  ⾏  事  の 
       精  選・  重  点  化  を  図  る。 
    ③  学  校  は、  学  校  ⾏  事  に  お  い  て  は、  地  域  と  の  連  携  が  多  く  組  み  込  ま  れ  て  い  る  場  合  が  あ  る  こ  と  か  ら  改 
       め  て  働  き  ⽅  改  ⾰  の  必  要  性  と  意  義  を  保  護  者  や  地  域  へ  発  信  す  る  と  と  も  に、  学  校  運  営  協  議  会  等  を  通 
       じ  て  共  通  理  解  を  図  る。 
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    ④  学  校  は、  カ  リ  キュ  ラ  ム・  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  の  観  点  か  ら、  学  校  ⾏  事  と  教  科  等  の  関  連  性  を  ⾒  直  し、  従 
       来、  学  校  ⾏  事  と  さ  れ  て  き  た  活  動  に  つ  い  て、  例  え  ば、  理  科  に  お  け  る  野  外  観  察  や  社  会  科  に  お  け  る 
       ⾒  学  と  いっ  た  調  査  活  動  な  ど、  そ  の  ⽬  標  や  指  導  内  容  か  ら  教  科  等  の  指  導  と  位  置  付  け  る  こ  と  が  適  切 
       な  も  の  に  つ  い  て  は、  積  極  的  に  当  該  教  科  等  の  授  業  時  数  に  含  め  る。 
   

       (3)  適  切  な  教  育  課  程  の  編  成・  実  施 
    ①  市  教  委  は、  標  準  授  業  時  数  を  ⼤  き  く  上  回っ  た  （⼩・  中  学  校  等  は  年  間  1,086  単  位  時  間  以  上）  教  育 
       課  程  を  編  成・  実  施  す  る  こ  と  が  な  い  よ  う  指  導・  助  ⾔  す  る  と  と  も  に、  余  剰  時  数  が  過  ⼤  に  なっ  て  い 

             る  場  合  や  指  導  体  制  を  整  え  な  い  ま  ま  標  準  授  業  時  数  を  ⼤  き  く  上  回  る  授  業  時  数  を  計  画  し  て  い  る  場  合 
             に  は、  学  校  に  お  け  る  教  育  課  程  編  成  の  改  善  が  適  切  に  ⾏  わ  れ  る  よ  う  指  導・  助  ⾔  を  ⾏  う。 

    ②  学  校  は、  各  年  度  の  教  育  課  程  編  成  に  お  い  て、  余  剰  時  数  は  必  要  最  ⼩  限  と  し、  指  導  体  制  や  教  育  課  程 
       の  編  成  の  ⼯  夫・  改  善  等  に  よ  り、  指  導  体  制  に  ⾒  合っ  た  計  画  に  す  る  な  ど  適  切  に  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  す  る 
    ③  学  校  は、  授  業  時  数  や  ⾏  事、  ⾏  事  準  備  の  時  間  を  適  正  に  計  画  す  る  と  と  も  に、  年  間  を  ⾒  通  し  た  計  画 
       の  下、  授  業  準  備、  事  務  処  理  な  ど  の  時  間  を  確  保  す  る  よ  う  ⼯  夫  す  る。 

 (4)  適  正  な  勤  務  時  間  の  管  理  等 
    ①  市  教  委  は、  各  学  校  に  対  し、  児  童  ⽣  徒  等  の  登  下  校  時  刻  や  部  活  動、  学  校  の  諸  会  議  等  に  つ  い  て、  職 
       員  の  勤  務  時  間  を  考  慮  し  た  時  間  設  定  を  ⾏  う  と  と  も  に、  労  働  基  準  法  等  の  規  定  に  基  づ  き  職  員  が  適  正 
       な  時  間  に  休  憩  時  間  を  確  保  す  る  よ  う  指  導・  助  ⾔  を  ⾏  う。 
    ②  市  教  委  は、  各  学  校  に  対  し、  や  む  を  得  ず  「超  勤  ４  項  ⽬」  以  外  の  業  務  を、  早  朝  や  夜  間  な  ど  正  規  の 
       勤  務  時  間  以  外  の  時  間  帯  に  実  施  せ  ざ  る  を  得  な  い  場  合  に  は、  変  形  労  働  時  間  制  や  週  休  ⽇  の  振  替  な  ど 
       勤  務  時  間  に  係  る  諸  制  度  を  活  ⽤  し、  正  規  の  勤  務  時  間  の  割  振  り  や  休  憩  時  間  の  設  定  を  適  正  に  ⾏  う  よ 
       う  指  導  助  ⾔  を  ⾏  う。 
    ③  学  校  で  は、  校  ⻑  が  職  員  の  勤  務  時  間  を  考  慮  し  た  上  で、  児  童  ⽣  徒  等  の  登  下  校  時  刻  や  部  活  動、  諸  会 
       議  に  つ  い  て、  適  切  に  時  間  設  定  す  る。 
    ④  学  校  で  は、  校  ⻑  が  休  憩  時  間  に  は  職  員  会  議  を  開  催  し  な  い  な  ど、  職  員  が  勤  務  時  間  の  途  中  に  休  憩  時 
       間  を  適  切  に  確  保  す  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う  取  り  組  む。 

 (5)  「チー  ム  学  校」  と  し  て  の  取  組  の  推  進 
          ①  市  教  委  は、  引  き  続  き  道  教  委  の  「  Road  」  や  国  の  「働  き  ⽅  改  ⾰  事  例  集」  を  積  極  的  に  活  ⽤  す  る  よ 
             う  促  し  な  が  ら、  学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰  に  関  す  る  好  事  例  を  収  集  し、  そ  の  普  及  啓  発  を  図  る。    
          ②  学  校  は、  「  Road  」  を  引  き  続  き  活  ⽤  し、  改  ⾰  を  推  進  す  る  「コ  ア  チー  ム」  を  設  置  す  る  際  に  は、 
             学  年  を  重  視  し  た  チー  ム  編  成  に  限  ら  ず、  学  年  間  を  超  え  た  コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  が  可  能  と  な  る  よ  う 
             各  分  掌  の  リー  ダー  を  加  え  る  な  ど、  学  校  組  織  全  体  と  し  て  の  チー  ム  編  成  に  配  慮  す  る。 

    ③  学  校  で  は、  コ  ア  チー  ム  が  中  ⼼  と  な  り、  職  員  を  対  象  に  ア  ン  ケー  ト  や  客  観  的  な  デー  タ  を  ま  と  め、 
       働  き  ⽅  改  ⾰  に  お  け  る  ⾃  校  の  課  題  を  全  職  員  で  共  有  す  る  と  と  も  に  話  し  合  い  の  場  を  設  け、  職  員  間  の 
       コ  ミュ  ニ  ケー  ショ  ン  を  図  る。 
    ④  校  ⻑  は、  明  ら  か  に  なっ  た  課  題  の  改  善  に  向  け  て  改  ⾰  を  進  め  る  に  あ  た  り、  ⻑  期  的  な  計  画  だ  け  で  な 
       く、  ⼩  さ  な  変  化  や  成  果  を  実  感  で  き  る  よ  う  に  短  期  間  で  す  ぐ  に  取  り  か  か  れ  る  ⽬  標  を  設  定  す  る  な  ど 
       働  き  ⽅  改  ⾰  の  機  運  を  ⾼  め  る。 
    ⑤  校  ⻑  は、  コ  ア  チー  ム  と  連  携  し、  ⾃  校  の  働  き  ⽅  改  ⾰  の  進  捗  状  況  を  チェッ  ク  リ  ス  ト  に  よ  り  把  握  し 
       分  析  す  る  と  と  も  に、  フィー  ド  バッ  ク  に  よ  り  学  校  教  育  ⽬  標  を  実  現  す  る  た  め  に、  経  営  ⽅  針  の  中  に 
       位  置  付  け  た  働  き  ⽅  改  ⾰  を  ⾒  直  し、  短  期・  中  期  的  改  ⾰  に  取  り  組  む。 

 (6)  若  ⼿  教  員  へ  の  ⽀  援 
          ①  学  校  で  は、  若  ⼿  教  員  が  得  意  と  す  る  分  野  の  能  ⼒  を  積  極  的  に  学  校  運  営  に  ⽣  か  す  と  と  も  に、  若  ⼿  教 
             員  の  ⽇  頃  の  様  ⼦  を  観  察・  把  握  し、  ⼀  ⼈  で  仕  事  を  抱  え  て  い  た  り、  悩  ん  で  い  た  り  す  る  場  合  に  は、 
             す  ぐ  に  声  掛  け  等  を  ⾏  い、  優  れ  た  教  材  や  指  導  案、  業  務  の  参  考  と  な  る  資  料  を  共  有  す  る  ほ  か  必  要  に 
             応  じ  て  業  務  を  補  助  す  る  な  ど  し  て  若  ⼿  教  員  が  孤  ⽴  す  る  こ  と  の  な  い  よ  う  ⽀  援  す  る。 
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 (7)  学  校  の  組  織  運  営  に  関  す  る  ⾒  直  し 
    ①  市  教  委  は、  学  校  に  組  織  体  制  の  ⾒  直  し  を  促  す  な  ど、  業  務  の  適  正  化  に  向  け  た  指  導  助  ⾔  を  ⾏  う。 
    ②  学  校  は、  設  置  さ  れ  て  い  る  様々  な  委  員  会  等  の  う  ち、  類  似  の  内  容  を  扱  う  委  員  会  等  に  つ  い  て、  そ 

    の  整  理・  統  合、  構  成  員  の  統  ⼀  を  図  る。 

       (1)  働  き  ⽅  改  ⾰  の  意  識  を  ⾼  め  る  取  組  の  推  進 
    ①  市  教  委  は、  こ  れ  ま  で  の  慣  習  に  と  ら  わ  れ  ず、  教  育  の  質  を  保  ち  な  が  ら、  働  き  ⽅  改  ⾰  を  効  果  的  に  進 
       め  て  い  る  事  例  等  を  積  極  的  に  紹  介  し  な  が  ら、  学  校  の  管  理  職  の  意  識  改  ⾰  を  ⼀  層  進  め  る。 
    ②  市  教  委  は、  学  校  訪  問  の  際  に、  働  き  ⽅  改  ⾰  を  進  め  る  上  で  Ｐ  Ｄ  Ｃ  Ａ  サ  イ  ク  ル  を  機  能  さ  せ  る  こ  と  の 
       重  要  性  を  繰  り  返  し  指  導  す  る。 
    ③  市  教  委  は、  働  き  ⽅  改  ⾰  の  趣  旨  や  ⽬  的  を  踏  ま  え  た  上  で、  働  き  ⽅  改  ⾰  の  取  組  状  況  を  管  理  職  員  の  ⼈ 
       事  評  価  に  反  映  す  る。 
    ④  学  校  で  は、  校  ⻑  が  「学  校  経  営  ⽅  針」  や  「重  点  ⽬  標」  等  に  働  き  ⽅  改  ⾰  に  関  す  る  視  点  を  明  確  に  位 

             置  付  け、  業  績  評  価  に  係  る  ⽬  標  設  定  に  当  たっ  て  は、  働  き  ⽅  改  ⾰  の  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  に  関  す  る  ⽬  標  と 
             し  て、  例  え  ば、  時  間  外  勤  務  等  の  縮  減  す  る  時  間  や  年  次  有  給  休  暇  の  取  得  ⽇  数  な  ど、  具  体  的  な  ⽬  標 
             を  設  定  す  る。 

    ⑤  学  校  で  は、  校  ⻑  が  在  校  等  時  間  の  計  測・  記  録  の  結  果  を  踏  ま  え、  業  務  の  平  準  化・  効  率  化  を  検  討  す 
       る  ほ  か、  ス  ト  レ  ス  チェッ  ク  を  活  ⽤  し、  「働  き  や  す  さ」  や  「働  き  が  い」  の  意  識  の  変  化  を  把  握  す 
       る  な  ど、  学  校  の  実  情  や  職  員  個々  の  実  態  を  踏  ま  え  た  効  果  的  な  働  き  ⽅  改  ⾰  を  進  め  る。 
    ⑥  学  校  で  は、  管  理  職  員  が  教  職  員  の  ⼈  事  評  価  ⾯  談  等  の  機  会  な  ど  を  通  し  て、  働  き  ⽅  改  ⾰  に  対  す  る  共 
       通  理  解  を  図  る  と  と  も  に、  効  率  的  か  つ  効  果  的  な  業  務  の  進  め  ⽅  に  つ  い  て  共  に  考  え  る  な  ど、  職  員  の 
       働  き  ⽅  に  対  す  る  意  識  の  醸  成  を  図  る。  特  に、  継  続  し  て  上  限  時  間  を  超  え  る  職  員  に  は  当  該  職  員  の  業 
       務  全  体  を  把  握  し  業  務  の  ⾒  直  し  や  優  先  順  位  等  を  指  ⽰  す  る  ほ  か、  他  の  職  員  に  よ  る  ⽀  援  や  業  務  の  担 
       当  者  変  更  等  を  検  討  す  る  な  ど、  適  切  な  勤  務  時  間  と  な  る  よ  う  取  り  組  む  と  と  も  に、  ⾯  談  を  ⾏  い、  個 
       別  の  改  善  計  画  を  作  成  す  る  こ  と  な  ど  に  よ  り  働  き  ⽅  へ  の  意  識  付  け  を  促  す。 

       (2)  ワー  ク  ラ  イ  フ  バ  ラ  ン  ス  を  意  識  し  た  働  き  ⽅  の  推  進 
    ①  学  校  は、  働  き  ⽅  改  ⾰  を  着  実  に  進  め  る  た  め、  職  員  ⼀  ⼈  ⼀  ⼈  が  ワー  ク  ラ  イ  フ  バ  ラ  ン  ス  （仕  事  と  ⽣ 
       活  の  調  和）  の  視  点  を  持  ち、  積  極  的  に  実  践  す  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う、  学  校  運  営  体  制  の  ⾒  直  し  な  ど 
       に  よ  る  業  務  の  効  率  化  に  合  わ  せ  て、  次  の  取  組  を  進  め  る。 
       ア     ⽉  ２  回  以  上  の  定  時  退  勤  ⽇  の  実  施 
       イ     年  ２  回  以  上  の  ワー  ク  ラ  イ  フ  バ  ラ  ン  ス  推  進  強  化  期  間  の  実  施 
       ウ     15  ⽇  以  上  の  年  次  有  給  休  暇  の  取  得  促  進 
    ②  学  校  は、  保  護  者  の  理  解  を  得  た  上  で、  １  週  間  の  う  ち  平  ⽇  １  ⽇  は、  児  童  ⽣  徒  の  ⼀  ⻫  下  校  時  刻  を  設 
       定  し  た  り、  部  活  動  休  養  ⽇  と  併  せ  た  定  時  退  勤  ⽇  を  設  定  す  る  な  ど、  定  時  退  勤  の  徹  底  を  図  る。 
    ③  学  校  で  は、  管  理  職  員  が、  ⼦  育  て  ⼜  は  介  護  を  ⾏  う  職  員  が、  意  欲  を  もっ  て  職  務  に  従  事  す  る  こ  と  が 
       で  き  る  よ  う、  仕  事  と  ⼦  育  て  ⼜  は  介  護  を  両  ⽴  で  き  る  職  場  環  境  づ  く  り  を  主  体  的  に  進  め  る。 
    ④  学  校  で  は、  管  理  職  員  が、  ⼥  性  職  員  の  活  躍  推  進  の  観  点  か  ら、  男  性  職  員  の  家  庭  ⽣  活  へ  の  関  わ  り  を 
       深  め  る  こ  と  が  不  可  ⽋  で  あ  る  と  認  識  し、  ⽇  頃  か  ら  両  ⽴  ⽀  援  に  お  け  る  男  性  職  員  の  役  割  に  つ  い  て  所 
       属  職  員  へ  の  意  識  啓  発  に  努  め  る  な  ど、  職  員  が  両  ⽴  ⽀  援  制  度  を  適  切  に  活  ⽤  す  る  こ  と  が  で  き  る  よ  う 
       積  極  的  に  ⾏  動  す  る。 
    ⑤  学  校  で  は、  管  理  職  員  が、  修  学  部  分  休  業、  ⾼  齢  者  部  分  休  業、  ⾃  ⼰  啓  発  等  休  業  等、  仕  事  と  の  両  ⽴ 
       ⽀  援  の  た  め  の  制  度  の  活  ⽤  が  図  ら  れ  る  よ  う、  対  象  職  員  に  対  し  職  場  内  で  必  要  な  配  慮  を  す  る。 

       (3)  働  き  ⽅  改  ⾰  に  関  す  る  研  修  の  実  施 
          ①  市  教  委  は、  市  町  村  や  地  区  単  位  で  実  施  す  る  研  修  等  の  機  会  に、  働  き  ⽅  改  ⾰  に  関  す  る  研  修  を  計  画  す 
             る。 
          ②  学  校  は、  業  務  の  改  善・  ⾒  直  し  な  ど、  働  き  ⽅  改  ⾰  に  関  す  る  校  内  研  修  を  計  画  す  る。 
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       (4)  ⻑  期  休  業  期  間  中  に  お  け  る  「学  校  閉  庁  ⽇」  の  設  定 
    ①  「網  ⾛  市  ⽴  学  校  に  お  け  る  「学  校  閉  庁  ⽇」  の  設  定  に  つ  い  て」 
                                              （平  成  30  年  ３  ⽉  28  ⽇  網  教  学  第  1029  号・  令  和  2  年  6  ⽉  16  ⽇  網  教  学  第  256  号） 

    ア     実  施  ⽬  的    
        ・  教  職  員  が  休  養  を  取  得  し  や  す  い  環  境  を  整  備  し、  ⼼  ⾝  の  健  康  増  進  を  図  る  こ  と  に  よ  り、  授  業  を 
             は  じ  め  と  す  る  教  育  の  質  を  ⾼  め  ら  れ  る  よ  う  に  す  る。  な  お、  ⻑  期  休  業  期  間  中  に  設  定  す  る  「学 
             校  閉  庁  ⽇」  と  は、  各  学  校  が  設  定  し  た  期  間  に  お  け  る  「学  校  に  勤  務  者  を  置  か  な  い  ⽇」  と  す  る 

             イ     設  定  期  間 
        ・  夏  季  休  業  期  間  に  お  い  て  は、  ８  ⽉  15  ⽇  前  後  の、  週  休  ⽇  及  び  祝  ⽇  以  外  の  ⽇  に  ３  ⽇  間  を  設  定  す 

          る。 
        ・  冬  季  休  業  期  間  に  お  け  る  教  職  員  の  年  末  年  始  の  休  ⽇  は、  学  校  閉  庁  ⽇  と  す  る。 

             ウ     服  務  上  の  取  り  扱  い  な  ど 
        ・  年  次  有  給  休  暇、  夏  季  休  暇、  勤  務  の  振  替  等  に  よ  り  対  応  す  る。 
        ・  休  暇  取  得  を  強  制  し  な  い。 
        ・  出  勤  も  可  と  す  る  が、  開  錠・  施  錠  は  出  勤  す  る  者  が  ⾏  う。 
        ・  学  校  閉  庁  ⽇  は  部  活  動  休  養  ⽇  と  す  る。 
       エ     保  護  者  へ  の  周  知 
        ・  学  校  は、  学  校  閉  庁  ⽇  の  期  間  を  定  め  た  後、  で  き  る  だ  け  迅  速  に  保  護  者  に  周  知  す  る。  併  せ  て、 
             学  校  閉  庁  ⽇  の  期  間  を  任  意  の  様  式  に  よ  り  市  教  委  に  報  告  す  る。 

       (5)  在  校  等  時  間  の  客  観  的  な  計  測・  記  録  と  公  表 
    ①  市  教  委  は、  「出  退  勤  管  理  シ  ス  テ  ム」  な  ど  の  Ｉ  Ｃ  Ｔ  や  タ  イ  ム  カー  ド  等  を  活  ⽤  し、  教  職  員  の  在  校 
       等  時  間  を  客  観  的  に  計  測・  記  録  す  る。  ま  た、  教  育  職  員  の  在  校  等  時  間  等  を  適  宜、  公  表  す  る。 
    ②  市  教  委  は、  校  ⻑  会  議  な  ど  に  お  い  て、  各  学  校  の  勤  務  状  況  の  デー  タ  を  共  有  す  る  こ  と  な  ど  に  よ  り  ⾃ 
       校  の  状  況  の  客  観  的  な  把  握  や  意  識  の  共  有  を  促  す。 
    ③  学  校  で  は、  校  ⻑  が  在  校  等  時  間  を  計  測  し  た  結  果  を  踏  ま  え、  職  員  の  健  康  に  配  慮  す  る  と  と  も  に、  ⼀ 
       部  の  職  員  に  業  務  が  集  中  し  な  い  よ  う、  業  務  の  平  準  化  や  効  率  化  等  の  取  組  を  進  め  る  と  と  も  に、  在  校 
       等  時  間  が  ⻑  時  間  と  なっ  て  い  る  職  員  へ  の  ⾯  談  を  ⾏  い、  ス  ト  レ  ス  チェッ  ク  な  ど  も  活  ⽤  し、  適  切  な 
       指  導  を  ⾏  う。 

       (1)  メ  ン  タ  ル  ヘ  ル  ス  対  策  の  推  進  等 
    ①  市  教  委  は、  労  働  安  全  衛  ⽣  管  理  体  制  の  適  切  な  整  備  や  ス  ト  レ  ス  チェッ  ク  の  実  施  を  図  る  な  ど、  所  管 
       す  る  学  校  の  職  員  の  メ  ン  タ  ル  ヘ  ル  ス  対  策  を  推  進  す  る。 
    ②  学  校  で  は、  校  ⻑  が、  時  間  外  在  校  等  時  間  等  が  ⼀  定  時  間  を  超  え  た  職  員  に  対  し、  産  業  医  等  に  よ  る  ⾯ 
       接  指  導  を  実  施  す  る  校  ⻑  は、  ス  ト  レ  ス  チェッ  ク  を  活  ⽤  し、  学  校  の  実  情  や  職  員  個々  の  実  態  を  踏  ま 
       え、  職  員  の  メ  ン  タ  ル  ヘ  ル  ス  対  策  に  取  り  組  む。 

       (2)  ト  ラ  ブ  ル  等  に  直  ⾯  し  た  際  の  サ  ポー  ト  体  制  の  構  築 
    ①  市  教  委  は、  学  校  が  児  童  虐  待  や  ⽣  徒  指  導  上  の  諸  課  題  に  直  ⾯  し  た  際  に  適  切  に  対  応  す  る  こ  と  が  で  き 
       る  よ  う、  ス  クー  ル  カ  ウ  ン  セ  ラー  や  ス  クー  ル  ソー  シャ  ル  ワー  カー  を  派  遣  す  る  体  制  を  整  備  す  る  と 
       と  も  に、  福  祉  部  局・  警  察  等  と  の  連  絡  体  制  の  確  ⽴  な  ど  関  係  機  関  と  の  連  携・  協  ⼒  体  制  を  強  化  す  る 

          ②  市  教  委  は、  保  護  者  等  か  ら  の  過  剰  な  苦  情  や  不  当  な  要  求  等、  ⾼  度  な  法  的  専  ⾨  性  が  必  要  と  な  る  困  難 
             な  事  案  に  対  応  す  る  た  め、  ス  クー  ル  ロ  イ  ヤー  の  積  極  的  な  活  ⽤  に  よ  り、  業  務  負  担  の  軽  減  を  図  る。 

 (3)  調  査  業  務  等  の  ⾒  直  し 
    ①  市  教  委  は、  道  教  委  の  取  組  を  参  考  に、  調  査  業  務  や  ⽂  書  事  務  の  縮  減  を  図  る。 
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 (4)  学  校  が  作  成  す  る  計  画  等  の  ⾒  直  し 
    ①  市  教  委  は、  各  学  校  に  対  し、  新  た  な  課  題  に  対  応  し  た  計  画  の  作  成  を  求  め  る  場  合  に  は、  ま  ず  は  既  存 
       の  各  種  計  画  の  ⾒  直  し  の  範  囲  内  で  対  応  す  る  こ  と  を  基  本  と  す  る  よ  う  指  導・  助  ⾔  を  ⾏  う。 
    ②  市  教  委  は、  学  校  単  位  で  作  成  す  る  計  画  に  つ  い  て  業  務  の  適  正  化  や  計  画  の  機  能  性  の  向  上、  カ  リ  キュ 
       ラ  ム・  マ  ネ  ジ  メ  ン  ト  の  充  実  の  観  点  も  踏  ま  え、  当  該  計  画  の  内  容  や  学  校  の  実  情  に  応  じ、  可  能  な  限 
       り  統  合  し  て  作  成  す  る  よ  う  指  導・  助  ⾔  を  ⾏  う。 

 (5)  教  諭  等  及  び  事  務  職  員  な  ど  の  標  準  職  務  の  明  確  化  等 
    ①  市  教  委  は、  教  諭  等、  養  護  教  諭、  栄  養  教  諭  及  び  事  務  職  員  の  職  務  の  範  囲  を  標  準  的  に  ⽰  し  た  例  に  つ 
       い  て  学  校  管  理  規  則  等  で  定  め、  業  務  の  明  確  化・  適  正  化  を  図  る  こ  と  に  よ  り、  そ  れ  ぞ  れ  が  本  来  の  職 
       務  に  集  中  し、  専  ⾨  性  を  発  揮  で  き  る  よ  う  な  環  境  を  整  備  す  る  と  と  も  に、  事  務  職  員  が  こ  れ  ま  で  以  上 
       に  校  務  運  営  に  ⾃  主  的・  主  体  的  に  参  画  で  き  る  環  境  整  備  に  努  め  る。 
    ②  市  教  委  は、  事  務  職  員  の  主  体  的  な  学  校  運  営  へ  の  参  画、  学  校  事  務  の  ⼀  層  の  効  率  化  や  充  実  が  図  ら  れ 
       る  よ  う、  地  域  や  学  校  の  実  情  に  応  じ  て、  共  同  学  校  事  務  室  を  組  織・  運  営  す  る。 

 (6)  勤  務  時  間  外  に  お  け  る  電  話  対  応  の  ⾒  直  し  の  促  進 
    ①  市  教  委  は、  学  校  と  連  携  し、  緊  急  時  の  連  絡  ⽅  法  を  確  保  し  た  上  で、  留  守  番  電  話  の  設  置  や  専  ⽤  ア  プ 
       リ  メー  ル  等  に  よ  る  連  絡  対  応  等  の  整  備  を  図  る。 
    ②  市  教  委  は、  保  護  者  や  地  域  住  ⺠  に  対  し、  改  め  て  働  き  ⽅  改  ⾰  の  必  要  性  と  意  義  を  発  信  し、  学  校  へ  の 
       勤  務  時  間  外  の  電  話  連  絡  等  を  控  え  る  よ  う  理  解・  協  ⼒  を  得  る  取  組  を  推  進  す  る。 

       ５     「第  ３  期  推  進  プ  ラ  ン」  推  進  に  あ  たっ  て  の  留  意  事  項 
       (1)  推  進  プ  ラ  ン  に  掲  げ  る  時  間  外  在  校  等  時  間  の  上  限  に  つ  い  て  は、  教  育  職  員  が  上  限  時  間  ま  で  勤  務  す  る  こ 
          と  を  推  奨  す  る  趣  旨  で  は  な  い  こ  と  に  留  意  す  る  こ  と。  こ  の  上  限  は  「学  校  に  お  け  る  働  き  ⽅  改  ⾰」  の  総 
          合  的  な  ⽅  策  の  ⼀  環  と  し  て  設  定  す  る  も  の  で  あ  り、  在  校  等  時  間  の  ⻑  時  間  化  を  防  ぐ  た  め  の  他  の  取  組  と 
          併  せ  て  取  り  組  ま  れ  る  べ  き  も  の  で  あ  る  こ  と。 

       (2)  市  教  委  及  び  校  ⻑  は、  在  校  等  時  間  の  ⻑  時  間  化  を  防  ぐ  た  め  の  取  組  を  講  ず  る  こ  と  な  く、  学  校  や  教  育  職 
          員  に  対  し、  上  限  時  間  を  遵  守  す  る  こ  と  を  求  め  る  の  み  で  あっ  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

       (3)  教  育  職  員  の  在  校  等  時  間  に  つ  い  て  形  式  的  に  上  限  時  間  の  範  囲  内  と  す  る  こ  と  が  ⽬  的  化  し、  授  業  な  ど  教 
          育  課  程  内  の  学  校  教  育  活  動  で  あっ  て  真  に  必  要  な  活  動  で  あ  る  も  の  を  お  ろ  そ  か  に  す  る  こ  と  や、  実  際  の 
          時  間  よ  り  短  い  虚  偽  の  時  間  を  記  録  し、  ⼜  は  記  録  さ  せ  る  こ  と  が  あっ  て  は  な  ら  な  い  こ  と。 

       (4)  本  来、  業  務  の  持  ち  帰  り  は  ⾏  わ  な  い  こ  と  が  原  則  で  あ  り、  上  限  時  間  を  遵  守  す  る  こ  と  の  み  を  ⽬  的  と  し 
          て  ⾃  宅  等  に  持  ち  帰っ  て  業  務  を  ⾏  う  時  間  が  増  加  す  る  こ  と  は、  厳  に  避  け  な  け  れ  ば  な  ら  な  い  も  の  で  あ 
          る  こ  と。  市  教  委  及  び  校  ⻑  は、  業  務  の  持  ち  帰  り  が  ⾏  わ  れ  て  い  る  実  態  が  あ  る  場  合  に  は、  そ  の  実  態  把 
          握  に  努  め  る  と  と  も  に、  業  務  の  持  ち  帰  り  の  縮  減  に  向  け  た  取  組  を  進  め  る  こ  と。 
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       【⽤  語  解  説】 

    １  「教  育  職  員」  と  は、  給  特  条  例  第  ２  条  第  ２  項  に  定  め  る  公  ⽴  の  ⼩  学  校、  中  学  校、  義  務  教  育  学  校、  ⾼  等 
       学  校、  中  等  教  育  学  校  及  び  特  別  ⽀  援  学  校  の  校  ⻑、  副  校  ⻑、  教  頭、  主  幹  教  諭、  教  諭、  養  護  教  諭、  栄  養 
       教  諭、  助  教  諭、  養  護  助  教  諭、  講  師  （常  時  勤  務  の  者  及  び  地  ⽅  公  務  員  法  （昭  和  25  年  法  律  第  261  号）  第 
       28  条  の  ５  第  １  項  に  規  定  す  る  短  時  間  勤  務  の  職  を  占  め  る  者  に  限  る。）、  実  習  助  ⼿  及  び  寄  宿  舎  指  導  員  を 
       い  う。 
   
    ２  「在  校  等  時  間」  と  は、  教  育  職  員  が  学  校  教  育  活  動  に  関  す  る  業  務  を  ⾏っ  て  い  る  時  間  （正  規  の  勤  務  時  間 
       外  に  お  い  て  い  わ  ゆ  る  「超  勤  ４  項  ⽬」  以  外  の  業  務  を  ⾏  う  時  間  を  含  む。）  と  し  て、  外  形  的  に  把  握  す  る 
       こ  と  が  で  き  る  時  間  を  基  本  と  し、  次  の  ア  及  び  イ  の  時  間  を  加  え  ウ  及  び  エ  の  時  間  を  除  く  時  間  と  す  る。 
          ア     校  外  に  お  い  て  職  務  と  し  て  ⾏  う  研  修  へ  の  参  加  や  児  童  ⽣  徒  等  の  引  率  等  の  職  務  に  従  事  し  て  い  る  時 
                間  と  し  て  外  形  的  に  把  握  す  る  時  間 
          イ     在  宅  勤  務  （情  報  通  信  技  術  を  利  ⽤  し  て  ⾏  う  事  業  場  外  勤  務）  等  の  時  間 
          ウ     正  規  の  勤  務  時  間  外  に  ⾃  ら  の  判  断  に  基  づ  い  て  ⾃  ら  の  ⼒  量  を  ⾼  め  る  た  め  に  ⾏  う  ⾃  ⼰  研  鑽  の  時  間 
                そ  の  他  業  務  外  の  時  間  （当  該  教  育  職  員  の  申  告  に  基  づ  く  も  の  と  す  る。） 
          エ     休  憩  時  間 
   
    ３  「所  定  の  勤  務  時  間」  と  は、  給  特  条  例  第  ７  条  第  １  項  各  号  に  掲  げ  る  ⽇  （祝  ⽇  法  に  よ  る  祝  ⽇、  年  末  年  始 
       の  休  ⽇  及  び  開  校  記  念  ⽇  （代  休  ⽇  が  指  定  さ  れ  た  ⽇  を  除  く。））  以  外  の  ⽇  に  お  け  る  正  規  の  勤  務  時  間  を 
       い  う。 
   
    ４  た  だ  し、  児  童  ⽣  徒  等  に  係  る  通  常  予  ⾒  す  る  こ  と  の  で  き  な  い  業  務  量  の  ⼤  幅  な  増  加  等  に  伴  い、  ⼀  時  的  ⼜ 
       は  突  発  的  に  所  定  の  勤  務  時  間  外  に  業  務  を  ⾏  わ  ざ  る  を  得  な  い  場  合  に  お  い  て  は、  教  育  職  員  の  業  務  量  の  適 
       切  な  管  理  を  ⾏  う  こ  と  を  前  提  に、  時  間  外  在  校  等  時  間  を  次  に  掲  げ  る  時  間  及  び  ⽉  数  の  上  限  の  範  囲  内  と  す 
       る  こ  と  が  で  き  る。  な  お、  こ  れ  は  例  外  的  な  取  扱  い  で  あ  り、  厳  格  に  適  ⽤  す  る  必  要  が  あ  る  こ  と  に  留  意  す 
       る。 
          ア     １  か  ⽉  の  時  間  外  在  校  等  時  間  100  時  間  未  満 
          イ     １  年  間  の  時  間  外  在  校  等  時  間  720  時  間 
          ウ     １  年  の  う  ち  １  か  ⽉  の  時  間  外  在  校  等  時  間  が  45  時  間  を  超  え  る  ⽉  数  ６  ⽉ 
          エ     連  続  す  る  ２  か  ⽉、  ３  か  ⽉、  ４  か  ⽉、  ５  か  ⽉  及  び  ６  か  ⽉  の  そ  れ  ぞ  れ  の  期  間  に  つ  い  て、  時  間  外 
                在  校  等  時  間  の  １  か  ⽉  当  た  り  の  平  均  時  間  80  時  間 
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